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頁   現行計画(令和2年2月修正) 改正後(令和3年2月修正) 改正理由 

1 資料１ 災害危険区域関係 資料１ 災害危険区域関係  

1 
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資料１－２ 浸水想定区域内要配慮者利用施設 

（１）洪水浸水想定区域内要配慮者施設 

 以下の施設は、矢作川、高浜川及びその支川（新川、油ヶ淵、長田川）が氾

濫した場合に５０ｃｍ以上の浸水が想定される区域に所在しているため、利用

者の洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保する必要がある。  

№ 学校区 用  途 対象施設名 所在地 
電話番

号 
避難所 

想定浸水深 

(矢作川) 

想定浸水深 

(高浜川等) 

１ 新川 児童福祉施設     3m～5m 浸水なし 

２ 新川 障害者通所施設     5m～8m 浸水なし 

３ 大浜 児童福祉施設     0.5m～1.5m 浸水なし 

４ 大浜 児童福祉施設     1.5m～3m 浸水なし 

５ 大浜 障害者通所施設     0.5m～1.5m 浸水なし 

６ 大浜 障害者通所施設     0.5m～1.5m 浸水なし 

７ 大浜 児童福祉施設     1.5m～3m 浸水なし 

８ 棚尾 児童福祉施設     0.5m～1.5m 浸水なし 

９ 棚尾 幼稚園     0.5m～1.5m 浸水なし 

10 棚尾 児童福祉施設     1.5m～3m 浸水なし 

11 棚尾 障害者通所施設     0.5m～1.5m 浸水なし 

 (追加)        

12 日進 児童福祉施設     0.5m～1.5m 浸水なし 

13 日進 児童福祉施設     1.5m～3m 浸水なし 

14 日進 小学校     3m～5m 浸水なし 

15 日進 児童福祉施設     3m～5m 浸水なし 

16 日進 障害者・高齢者通所施設     0.5m～1.5m 浸水なし 

17 日進 障害者・高齢者通所施設     0.5m～1.5ｍ 浸水なし 

18 日進 高齢者通所施設     0.5m～1.5ｍ 浸水なし 

19 日進 高齢者通所施設     0.5m～1.5ｍ 浸水なし 

 (追加)        

20 鷲塚 医療施設     3m～5m 浸水なし 

21 鷲塚 児童福祉施設     3m～5m 浸水なし 

22 鷲塚 児童福祉施設     3m～5m 浸水なし 

23 鷲塚 児童福祉施設     3m～5m 浸水なし 

24 鷲塚 老人保健施設     1.5m～3m 浸水なし 

25 鷲塚 老人福祉施設     1.5m～3m 浸水なし 

26 鷲塚 老人福祉施設     1.5m～3m 浸水なし 

  

資料１－２ 浸水想定区域内要配慮者利用施設 

（１）洪水浸水想定区域内要配慮者利用施設 

 以下の施設は、矢作川が氾濫した場合に５０ｃｍ以上の浸水が想定される

区域に所在しているため、利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保する

必要がある。  

№ 学校区 用  途 対象施設名 所在地 電話番号 避難所 
想定浸水深 

(矢作川) 

１ 新川 児童福祉施設     3ｍ～5ｍ未満 

２ 新川 障害者通所施設     5ｍ以上 

３ 大浜 児童福祉施設     0.5ｍ～3ｍ未満 

４ 大浜 児童福祉施設     0.5ｍ～3ｍ未満 

５ 大浜 障害者通所施設     0.5ｍ～3ｍ未満 

６ 大浜 障害者通所施設     0.5ｍ～3ｍ未満 

７ 大浜 児童福祉施設     0.5ｍ～3ｍ未満 

８ 棚尾 児童福祉施設     0.5ｍ～3ｍ未満 

９ 棚尾 幼稚園     0.5ｍ～3ｍ未満 

10 棚尾 児童福祉施設     0.5ｍ～3ｍ未満 

11 棚尾 障害者通所施設     0.5ｍ～3ｍ未満 

12 棚尾 障害者共同生活施設 
ゆいりすホーム碧

南雨池 

雨 池 町

2-1-1 

0563-5

3-5360 

南部市民プ

ラザ 
0.5ｍ～3ｍ未満 

13 日進 児童福祉施設     0.5ｍ～3ｍ未満 

14 日進 児童福祉施設     0.5ｍ～3ｍ未満 

15 日進 小学校     3ｍ～5ｍ未満 

16 日進 児童福祉施設     3ｍ～5ｍ未満 

17 日進 障害者・高齢者通所施設     0.5ｍ～3ｍ未満 

18 日進 障害者・高齢者通所施設     0.5ｍ～3ｍ未満 

19 日進 高齢者通所施設     0.5ｍ～3ｍ未満 

20 日進 高齢者通所施設     0.5ｍ～3ｍ未満 

21 日進 障害者通所施設 ウィズ・ユー碧南 
日 進 町

2-7 

93-553

8 

碧南市文化

会館 
0.5ｍ～3ｍ未満 

22 鷲塚 医療施設     3ｍ～5ｍ未満 

23 鷲塚 児童福祉施設     3ｍ～5ｍ未満 

24 鷲塚 児童福祉施設     3ｍ～5ｍ未満 

25 鷲塚 児童福祉施設     3ｍ～5ｍ未満 

26 鷲塚 老人保健施設     0.5ｍ～3ｍ未満 

27 鷲塚 老人福祉施設     0.5ｍ～3ｍ未満 

28 鷲塚 老人福祉施設     0.5ｍ～3ｍ未満 

  

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

（情報の更新

等） 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 (追加)        

27 西端 児童福祉施設     1.5m～3m 1m～2m 

28 西端 児童福祉施設     1.5m～3m 浸水なし 

29 西端 老人福祉施設     5m～8m 2m～5m 

※水防法の規定に基づき、国土交通大臣及び知事に指定された洪水予報河川及び水位周

知河川の洪水による浸水が想定される施設の所有者及び管理者は、利用者の洪水時の円

滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を策定する

とともに、避難訓練を実施するほか、自衛水防組織を置くよう努めなければならない（水

防法第１５条の３）。 

・矢作川は洪水予報河川に指定されている。 

・高浜川及びその支川は洪水予報河川、水位周知河川ともに指定されていない。（ただ

し、県より浸水想定域が公表されている 

（２）津波浸水想定区域内要配慮者施設 
以下の施設は、南海トラフ地震発生により津波が生じた場合に５０ｃｍ以上の浸水が

想定される区域に所在しているため、利用者の津波発生時の円滑かつ迅速な避難を確保

する必要がある。 

 

№ 学校区 用  途 対象施設名 所在地 電話番号 最寄避難所 想定浸水深 

１ 大浜 障害者通所施設 ふれあいの杜まんなか 若松町3-105 93-3956 大浜小学校 0.7ｍ 

２ 大浜 障害者通所施設 
就労センター 

オアシス碧南３ 
浜田町2-7 

070- 

1547-18

90 

大浜小学校 0.6ｍ 

３ 大浜 児童福祉施設 築山保育園 塩浜町7-99 41-0999 大浜小学校 0.8ｍ 

４ 大浜 老人福祉施設 
特別養護老人ホーム 

川口結いの家 
川口町1-178-1 46-5210 川口農業センター 2.0ｍ 

５ 大浜 
認知症対応型共

同生活施設 

グループホーム 

川口結いの家 
川口町1-178-1 46-5217 川口農業センター 2.0ｍ 

６ 大浜 高齢者通所施設 
デイサービス 

川口結いの家 
川口町1-178-1 46-5280 川口農業センター 2.0ｍ 

７ 大浜 児童福祉施設 児童養護施設オリーブ 江口町3-12 46-2888 川口農業センター 2.1ｍ 

 (追加)       

 ８ 日進 小学校 日進小学校 日進町4-1 41-0995 碧南市文化会館 0.8ｍ 

 ９ 日進 児童福祉施設 日進児童クラブ 日進町4-1 46-1262 碧南市文化会館 0.8ｍ 

１０ 日進 
障害者・高齢者

通所施設 

伏見之園・かなりや 

デイサービス 
三宅町1-67 46-4048 東部市民プラザ 0.5ｍ 

１１ 日進 高齢者通所施設 かなりや 三宅町2-35 42-1147 東部市民プラザ 0.5ｍ 

１２ 日進 高齢者通所施設 
  ＪＡあいち中央 

デイサービス碧南 
日進町2-27 46-1200 碧南市文化会館 0.7ｍ 

 (追加)       

 

※愛知県が令和元年7月30日に津波災害計画区域指定を公示したことにより、上記の

津波災害警戒区域内に立地している要配慮者施設（社会福祉施設、学校、医療施設

等の防災上の配慮を要する者が利用する施設）には、津波発生時に施設利用者等の、 

29 鷲塚 障害者通所施設 ＫＴチャレンジ 
縄 手 町

5-120-3 

57-727

2 
鷲塚小学校 ５ｍ以上 

30 西端 児童福祉施設     0.5ｍ～3ｍ未満 

31 西端 児童福祉施設     0.5ｍ～3ｍ未満 

32 西端 老人福祉施設     5ｍ以上 

※水防法の規定に基づき、国土交通大臣及び知事に指定された洪水予報河川及び水位周

知河川の洪水による浸水が想定される施設の所有者及び管理者は、利用者の洪水時の円

滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を策定す

るとともに、避難訓練を実施するほか、自衛水防組織を置くよう努めなければならない

（水防法第１５条の３）。 

・矢作川は洪水予報河川に指定されている。 

 (削除) 

（２）津波災害警戒区域内要配慮者利用施設 
以下の施設は、南海トラフ地震発生により津波が生じた場合に５０ｃｍ以上の基準水

位が想定される区域に所在しているため、利用者の津波発生時の円滑かつ迅速な避難を

確保する必要がある。 

 

 

№ 学校区 用  途 対象施設名 所在地 電話番号 最寄避難所 基準水位 

１ 大浜 障害者通所施設 ふれあいの杜まんなか 若松町3-105 93-3956 大浜小学校 0.7ｍ 

２ 大浜 障害者通所施設 
就労センター 

オアシス碧南３ 
浜田町2-7 

070- 

1547-18

90 

大浜小学校 0.6ｍ 

３ 大浜 児童福祉施設 築山保育園 塩浜町7-99 41-0999 大浜小学校 0.8ｍ 

４ 大浜 老人福祉施設 
特別養護老人ホーム 

川口結いの家 
川口町1-178-1 46-5210 川口農業センター 2.0ｍ 

５ 大浜 
認知症対応型共

同生活施設 

グループホーム 

川口結いの家 
川口町1-178-1 46-5217 川口農業センター 2.0ｍ 

６ 大浜 高齢者通所施設 
デイサービス 

川口結いの家 
川口町1-178-1 46-5280 川口農業センター 2.0ｍ 

７ 大浜 児童福祉施設 児童養護施設オリーブ 江口町3-12 46-2888 川口農業センター 2.1ｍ 

８ 棚尾 
障害者共同生活

施設 

ゆいりすホーム碧南雨

池 
雨池町2-1-1 

0563-53

-5360 
南部市民プラザ 1.0ｍ 

９ 日進 小学校 日進小学校 日進町4-1 41-0995 碧南市文化会館 0.8ｍ 

１０ 日進 児童福祉施設 日進児童クラブ 日進町4-1 46-1262 碧南市文化会館 0.8ｍ 

１１ 日進 
障害者・高齢者

通所施設 

伏見之園・かなりや 

デイサービス 
三宅町1-67 46-4048 東部市民プラザ 0.5ｍ 

１２ 日進 高齢者通所施設 かなりや 三宅町2-35 42-1147 東部市民プラザ 0.5ｍ 

１３ 日進 高齢者通所施設 
  ＪＡあいち中央 

デイサービス碧南 
日進町2-27 46-1200 碧南市文化会館 0.7ｍ 

１４ 日進 障害者通所施設 ウィズ・ユー碧南 日進町2-7 93-5538 碧南市文化会館 0.5m 

 

※愛知県が令和元年7月30日に津波災害計画区域指定を公示したことにより、上記

の津波災害警戒区域内に立地している要配慮者施設（社会福祉施設、学校、医療施

設等の防災上の配慮を要する者が利用する施設）には、津波発生時に施設利用者等 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

（情報の更新

等） 
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頁   現行計画(令和2年2月修正) 改正後(令和3年2月修正) 改正理由 

3 円滑かつ迅速な避難を確保する必要があるとして、要配慮者施設の管理者には、津波

防災地域づくりに関する法律第71条において、避難確保計画の作成が義務付けられ

ています。 

※想定浸水深については、愛知県が１０ｍメッシュで被害シミュレーションを作成し

ているため、所在地の建物に重なる想定浸水深において、最大値のものを上記の表に

は記載しております 
 

の、円滑かつ迅速な避難を確保する必要があるとして、要配慮者施設の管理者には、

津波防災地域づくりに関する法律第71条において、避難確保計画の作成が義務付

けられている。 

※基準水位については、愛知県が１０ｍメッシュで被害シミュレーションを作成して

いるため、所在地の建物に重なる基準水位において、最大値のものを上記の表には

記載している。 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

（情報の更新

等） 

4 資料２ 気象・地震観測・予報警報の種類 資料２ 気象・地震観測・予報警報の種類  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２－１ 地震に関する情報の種類及び津波に関する予報警報の種類 

(略) 

２ 津波に関する予報警報の種類 

(1) 大津波警報、津波警報、津波注意報 

  ア 大津波警報、津波警報、津波注意報の発表等 

    気象庁は、地震が発生したときは地震の規模や位置を即座に推定し、

これらをもとに沿岸で予想される津波の高さを求め、津波による災害の

発生が予想される場合には、地震が発生してから約３分を目標に大津波

警報、津波警報又は津波注意報（以下、これらを「津波警報等」という）

を発表する。 

    津波警報等とともに発表する予想される津波の高さは、通常は数値で

発表する。ただし、地震の規模（マグニチュード）が８を超えるような

巨大地震は地震の規模を数分内に精度よく推定することが困難である

ことから、推定した地震の規模が過小に見積もられている恐れがある場

合は、予想される津波の高さを定性的表現で発表する。予想される津波

の高さを定性的表現で発表した場合は、地震発生からおよそ１５分程度

で、正確な地震規模を確定し、その地震規模から予想される津波の高さ

を数値で示した更新報を発表する。 

 

 

 

津波警報等の種類と発表される津波の高さ等 

津波警報等の
種類 

発表基準 
津波の高さ予想の

区分 
(略) 

大津波警報 

（特別警報） 

予想される津波の

高さが高いところ

で3mを超える場合 

(10m＜高さ) (略) 

(5m＜高さ≦10m) 
 

資料２－１ 地震に関する情報の種類及び津波に関する予報警報の種類 

(略) 

２ 津波に関する予報警報の種類 

(1) 大津波警報、津波警報、津波注意報 

  ア 大津波警報、津波警報、津波注意報の発表等 

    気象庁は、地震が発生したときは地震の規模や位置を即座に推定し、

これらをもとに沿岸で予想される津波の高さを求め、津波による災害

の発生が予想される場合には、地震が発生してから約３分を目標に大

津波警報、津波警報又は津波注意報（以下、これらを「津波警報等」

という）を津波予報区単位で発表する。なお、大津波警報については

津波特別警報に位置づけられる。 

    津波警報等とともに発表する予想される津波の高さは、通常は５段

階の数値で発表する。ただし、地震の規模（マグニチュード）が８を

超えるような巨大地震に対しては、津波警報等発表の時点では、その

海域における最大の津波想定等をもとに津波警報・注意報を発表する。

その場合、最初に発表する大津波警報や津波警報では予想される津波

の高さを「巨大」や「高い」という言葉で発表する。予想される津波

の高さを「巨大」などの言葉で発表した場合は、その後、地震の規模

が精度よく求められた時点で津波警報等を更新し、予想される津波の

高さも数値で発表する。 

 

津波警報等の種類と発表される津波の高さ等 

津波警報等の
種類 

発表基準 
津波の高さ予想の

区分 
(略) 

大津波警報 

（特別警報） 

予想される津波の

高さが高いところ

で3mを超える場合 

(10m＜予想高さ) (略) 

(5m＜予想高さ≦
10m) 

 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

（情報の更新

等） 
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  (3m＜高さ≦5m)  

津波警報 

予想される津波の

高さが高いところ

で1mを超え、3m以

下である場合 

(1m＜高さ≦3m) 

津波注意報 

予想される津波の

高さが高いところ

で0.2m以上1m以下

である場合であっ

て、津波による災害

の恐れがある場合 

(0.2m≦高さ≦1m) 

(略) 

(略) 

 
イ 津波警報等の留意事項等 
(略) 

・津波警報等は、最新の地震・津波データの解析結果に基づき、内容を更新す
る場合がある。 

(略) 

  (3m＜予想高さ≦5m)  

津波警報 

予想される津波の

高さが高いところ

で1mを超え、3m以

下である場合 

(1m＜予想高さ≦3m) 

津波注意報 

予想される津波の

高さが高いところ

で0.2m以上1m以下

である場合であっ

て、津波による災害

の恐れがある場合 

(0.2m≦予想高さ≦
1m) 

(略) 

(略) 

 
イ 津波警報等の留意事項等 
(略) 

・津波警報等は、精査した地震の規模や実際に観測した津波の高さをもとに、
更新する場合がある。 

(略) 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

（情報の更新

等） 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

(2) 津波情報 

ア 津波情報の発表等 

津波警報等を発表した場合には、津波の到達予想時刻や予想される津

波の高さなどを津波情報で発表する。 

 

津波情報の種類と発表内容 

 情報の種類 内        容 

津
波
情
報 

津波到達予想時
刻・予想される津
波の高さに関する
情報 

各津波予報区の津波の到達予想時刻や予想される津波の高さを５
段階の数値（メートル単位）または２種類の定性的表現で発表 
（発表される津波の高さの値は、「津波警報等の種類と発表され
る津波の高さ等」の表を参照） 

(略) (略) 

（※１）津波観測に関する情報の発表内容について 

・沿岸で観測された津波の第１波の到達時刻と押し引き、及びその時点における最大波

の観測時刻と高さを発表する。 

(略) 

（※２）沖合の津波観測に関する情報の発表内容について 

・沖合で観測された津波の第１波の観測時刻と押し引き、その時点における最大波の観

測時刻と高さを観測点ごとに、及びこれら沖合の観測値から推定される沿岸での推定値

（第１波の到達時刻、最大波の到達時刻と高さ）を津波予報区単位で発表する。 

(2) 津波情報 

ア 津波情報の発表等 

気象庁は、津波警報等を発表した場合には、各津波予報区の津波の到

達予想時刻や予想される津波の高さ、各観測点の満潮時刻や津波の到達

予想時刻等を津波情報で発表する。 

津波情報の種類と発表内容 
 情報の種類 内        容 

津
波
情
報 

津波到達予想時
刻・予想される津
波の高さに関する
情報 

各津波予報区の津波の到達予想時刻や予想される津波の高さを５
段階の数値（メートル単位）又は 「巨大」や「高い」という言葉
で発表 
（発表される津波の高さの値は、「津波警報等の種類と発表され
る津波の高さ等」の表を参照） 

(略) (略) 

（※１）津波観測に関する情報の発表内容について 

・沿岸で観測された津波の第１波の到達時刻と押し引き、及びその時点までに観測され

た最大波の観測時刻と高さを発表する。 

(略) 

（※２）沖合の津波観測に関する情報の発表内容について 

・沖合で観測された津波の第１波の観測時刻と押し引き、その時点までに観測された最

大波の観測時刻と高さを観測点ごとに発表する。また、これら沖合の観測値から推定さ

れる沿岸での推定値（第１波の推定到達時刻、最大波の推定到達時刻と推定される高さ） 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

（情報の更新

等） 
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・最大波の観測値及び推定値については、観測された津波の高さや推定される津波の高

さが低い段階で数値を発表することにより避難を鈍らせる恐れがあるため、当該津波予

報区において大津波警報又は津波警報が発表中であり沿岸で推定される津波の高さが低

い間は、数値ではなく「観測中」（沖合での観測値）又は「推定中」（沿岸での推定値）

の言葉で発表して、津波が到達中であることを伝える。 

(略) 

最大波の観測値の発表内容 
発表中の 

津波警報等 
発表基準 発表内容 

大津波警報 
観測された津波の高さ＞1m (略) 

観測された津波の高さ≦1m  

津波警報 
観測された津波の高さ≧0.2m  

観測された津波の高さ＜0.2m  

津波注意報 （すべて数値で発表）  

 

最大波の観測値及び推定値の発表内容（沿岸から 100km程度以内にある沖合） 
発表中の 

津波警報等 
発表基準 発表内容 

大津波警報 
観測された津波の高さ＞3m (略) 

観測された津波の高さ≦3m  

津波警報 
観測された津波の高さ＞1m  

観測された津波の高さ≦1m  

津波注意報 （すべて数値で発表）  
 

を津波予報区単位で発表する。 

・最大波の観測値及び推定値については、沿岸での観測と同じように避難行動への影響

を考慮し、一定の基準を満たすまでは数値を発表しない。大津波警報又は津波警報が発

表中の津波予報区において、沿岸で推定される津波の高さが低い間は、数値ではなく「観

測中」（沖合での観測値）及び「推定中」（沿岸での推定値）の言葉で発表して、津波が

到達中であることを伝える。 

(略) 

最大波の観測値の発表内容 
発表中の 

警報・注意報 
観測された津波の高さ 発表内容 

大津波警報 
１ｍ超 (略) 

１ｍ以下  

津波警報 
０．２ｍ以上  

０．２ｍ未満  

津波注意報 （すべての場合）  

 

最大波の観測値及び推定値の発表内容（沿岸から100km程度以内にある沖合） 
発表中の 

津波警報等 
沿岸で推定される津波の高さ 発表内容 

大津波警報 
３ｍ超 (略) 

３ｍ以下  

津波警報 
１ｍ超  

１ｍ以下  

津波注意報 （すべての場合）  
 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

（情報の更新

等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

資料２－２ 予警報等の種類と発表基準 

１ 予警報の種類と発表基準 

種  類 発  表  基  準 

警 
 
 
 

報 

(略) (略) 

洪水警報 

洪水によって重大な災害が起こる恐れがあると予想される場合。 

具体的には以下の基準による。 

 
市町村等を 

まとめた区域 
市町村 

指定河川洪水 

予報による基準 

流域雨量 

指数基準 
複合基準  

 
 

資料２－２ 予警報等の種類と発表基準 

１ 予警報の種類と発表基準 

種  類 発  表  基  準 

警 
 
 
 

報 

(略) (略) 

洪水警報 

洪水によって重大な災害が起こる恐れがあると予想される場合。 

具体的には以下の基準による。 

 
市町村等を 

まとめた区域 
市町村 

指定河川洪水 

予報による基準 

流域雨量 

指数基準 
複合基準  

 
 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

（情報の更新

等） 
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9 

 

  
 西三河南部 碧南市 

矢作川 
[岩津・米津] 

蜆川流域＝4.9 
長田川流域＝ 

12.1 

蜆川流域＝ 
(11、4.4) 

長田川流域＝ 
(13、6.6) 

 

 

注 
 

意 
 

報 

(略) (略) 

洪水注意

報 

洪水によって災害が起こる恐れがあると予想される場合。 

具体的には以下の基準による。 

 

 

市町村等を 

まとめた区

域 

市町村 

指定河川洪水 

予報による基

準 

流域雨量 

指数基準 
複合基準 

 

西三河南部 碧南市 
矢作川 

[米津] 

蜆川流域＝3.9 

長田川流域＝

9.6 

蜆川流域＝ 

(7、3.7) 

長田川流域＝ 

(9、5.9) 

 

(略) (略) 
 

  
 西三河南部 碧南市 

矢作川 
[岩津・米津] 

蜆川流域＝
10.5 

長田川流域＝ 
10.6 

蜆川流域＝ 
(10、10) 

長田川流域＝ 
(18、5.7) 

 

 

注 
 

意 
 

報 

(略) (略) 

洪水注意報 

洪水によって災害が起こる恐れがあると予想される場合。 

具体的には以下の基準による。 

 

 

市町村等を 

まとめた区

域 

市町村 

指定河川洪水 

予報による基

準 

流域雨量 

指数基準 
複合基準 

 

西三河南部 碧南市 
矢作川 

[米津] 

蜆川流域＝8.4 

長田川流域＝

8.4 

蜆川流域＝ 

(6、8) 

長田川流域＝ 

(10、5.1) 

 

(略) (略) 
 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

（情報の更新

等） 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 特別警報の種類と発表基準 
現象の種類 

 
特別警報の基準 特別警報の指標 

碧南市における 

50年に一度の値 

大雨特別警報 台風や集中豪雨

により数十年に

一度の降雨量と

なる大雨が予想

され、若しくは、

数十年に一度の

強度の台風や同

程度の温帯低気

圧により大雨に

なると予想され

る場合 

(追加) 

 

 

 

 

１ 以下①又は②いずれかを満たすと予想さ

れ、かつ、更に雨が降り続くと予想される場

合に大雨特別警報を発表する。 

 

 

 

① 48時間降水量及び土壌雨量指数において、

50年に一度の値を超過した5km格子が、共

に府県程度の広がりの範囲内で50格子以上

出現。 

 

② 3時間降水量及び土壌雨量指数において、

50年に一度の値を超過した5km格子が、共

に府県程度の広がりの範囲内で10格子以上

出現（ただし、3時間降水量が150mmを超え 

48時間雨量

=471mm 

3時間雨量

=181mm 

土壌雨量指数

=281 

 

※特別警報は50

年に一度の値を

超過する領域が

府県予報区程度

の広がりをもつ

現象を対象とし

ているため、碧

南市が上記の値

を超えることの

みで特別警報は

発表されること

はない。 

地面現象 

（大雨特別警

報（土砂災害）） 

 

２ 特別警報の種類と発表基準 
現象の種類 

 
特別警報の基準 特別警報の指標 

碧南市における 

50年に一度の値 

大雨特別警報 台風や集中豪雨

により数十年に

一度の降雨量と

なる大雨が予想

され、若しくは、

数十年に一度の

強度の台風や同

程度の温帯低気

圧により大雨に

なると予想され

る場合 

「数十年に一度」の現象に相当する指標は以下

に記載する。 

雨を要因とする特別警報（警戒レベル 5 相当）

の指標 

 

１ 以下①又は②いずれかを満たすと予想さ

れ、かつ、さらに雨が降り続くと予想される

地域の中で、危険度分布で５段階のうち最大

の危険度が出現している市町村等に大雨特別

警報を発表する。 

 

① 48時間降水量及び土壌雨量指数※１にお

いて、50年に一度の値を超過した5km格子

が、共に50格子以上まとまって出現。 

 

 

② 3時間降水量及び土壌雨量指数※１におい

て、50年に一度の値を超過した5km格子が、

共に10格子以上まとまって出現（ただし、3

時間降水量が150mmを超える格子のみをカ 

48時間雨量

=428mm 

3時間雨量

=169mm 

土壌雨量指数

=265 

 

※特別警報は50

年に一度の値を

超過する領域が

府県予報区程度

の広がりをもつ

現象を対象とし

ているため、碧

南市が上記の値

を超えることの

みで特別警報は

発表されること

はない。 

地面現象 

（大雨特別警

報（土砂災害）） 

 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

（情報の更新

等） 
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  る格子のみをカウント対象とする）。 

(追加) 

 

 

２ 「伊勢湾台風」級（中心気圧930hPa以下、

風速50m/s以上）の台風や同程度の温帯低気

圧が来襲する場合に、大雨特別警報を発表す

る。 

 

 

 

(略)    
 

  ウント対象とする）。 

※１：降った雨が地下の土壌中にどれだけ

貯まっているかを数値化した値。 

 

２ 「伊勢湾台風」級（中心気圧930hPa以下、

風速50m/s以上）の台風や同程度の温帯低気

圧が来襲する場合に、大雨特別警報を発表す

る。 

 

 

(略)    
 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

（情報の更新

等） 

 

13 資料３ 水防関係 資料３ 水防関係  

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３－１ 水防資器材備蓄状況 

１ 雨池防災倉庫 

河川名 倉庫名 所在地 面積 

矢作川 雨池防災倉庫 雨池町3-18 555.3㎡ 

主 要 資 機 材 

資器材名 単位 数量 (略) (略) 数量 (略) (略) (略) 資器材名 単位 数量 

吸水土のう袋 袋 300   150    く  ぎ 箱 12 

  土のう袋 袋 14,000   20    木  皮 束 100 

大型土のう袋 袋 370   10    かすがい 丁 596 

な  わ 巻 65   19    し  の 本 64 

くい木 1m 本 300   147    バール 本 10 

    2m 本 500   40    とうぐわ 丁 5 

    3m 本 300   14    かつぎ棒 丁 90 

    4m 本 200   31       

 

２ 旭町防災倉庫 

河川名 倉庫名 所在地 面積 

矢作川 旭町防災倉庫 旭町3-7-2 80.99㎡ 

主 要 資 機 材 

資器材名 単位 数量 (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) 

土のう袋 袋 1,400          

大型土のう袋 袋 20          

な  わ 巻 8          

ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ 箱 200          

くい木 1m 本 0          

    2m 本 20          

    3m 本 40          

    4m 本 0          
 

資料３－１ 水防資器材備蓄状況 

１ 雨池防災倉庫 

河川名 倉庫名 所在地 面積 

矢作川 雨池防災倉庫 雨池町3-18 555.3㎡ 

主 要 資 機 材 

資器材名 単位 数量 (略) (略) 数量 (略) (略) (略) 資器材名 単位 数量 

吸水土のう袋 袋 300   150    く  ぎ 箱 12 

  土のう袋 袋 14,000   20    木  皮 束 0 

大型土のう袋 袋 370   15    かすがい 丁 596 

な  わ 巻 65   19    し  の 本 64 

くい木 1m 本 0   147    バール 本 10 

    2m 本 950   40    とうぐわ 丁 5 

    3m 本 800   14    かつぎ棒 丁 90 

    4m 本 0   31       

 

２ 旭町防災倉庫 

河川名 倉庫名 所在地 面積 

矢作川 旭町防災倉庫 旭町3-7-2 80.99㎡ 

主 要 資 機 材 

資器材名 単位 数量 (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) 

土のう袋 袋 1,400          

大型土のう袋 袋 20          

な  わ 巻 8          

ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ 箱 200          

くい木 1m 本 0          

    2m 本 40          

    3m 本 20          

    4m 本 0          
 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

（情報の更新

等） 
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頁   現行計画(令和2年2月修正) 改正後(令和3年2月修正) 改正理由 

14 資料３－２ 排水機場施設一覧表 

１ 下水道課管理施設 

 

 ポンプ場名 設置場所 口径(㎜) 排水量(㎥/分) 台数 型式 

(略)   
    

    

2 源氏町ポンプ場 源氏町１丁目     

3 汐田町ポンプ場 汐田町１丁目     

(略)       
 

資料３－２ 排水機場施設一覧表 

１ 下水道課管理施設 

 

 ポンプ場名 設置場所 口径(㎜) 排水量(㎥/分) 台数 型式 

(略)   
    

    

2 源氏ポンプ場 源氏町１丁目     

3 汐田ポンプ場 汐田町１丁目     

(略)       
 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

（情報の更新

等） 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３－３ 重要水防箇所 

(略) 

１ 国土交通省管理区間（矢作川） 

№ 重要度 種 別 位  置 地先名 延長 m 
摘 要 

（水防工法） 

1 Ａ 工作物 6.4k+109m 三角町  
 管理橋、操作台、取付護岸 

 （鷲塚放水口ひ管） 

2 Ｂ 堤防断面 -1.2k～1.0k 
川口町～ 

河方町 
2,180  断面不足、天端不足（築き回し工） 

3 Ｂ 堤防高 0.8k～2.0k 
河方町～ 

前浜町 
1,180 暫定堤防（積土のう工） 

4 Ｂ 堤防断面 1.6～1.6k+127m 前浜町 130 断面不足（築き回し工） 

5 Ｂ 堤防高 4.6k～4.8k 
矢縄町～ 

野銭町 
200 暫定堤防、河積不足（積土のう工） 

6 Ｂ 堤防高 5.0k～6.6k 
流作町～ 

鷲林町 
1,580 暫定堤防、河積不足（積土のう工） 

7 Ｂ 堤防高 6.8k～7.2k 
鷲林町～ 

鷲塚町 
420 暫定堤防、河積不足（積土のう工） 

8 Ｂ 漏水 7.0～8.0k+100m 鷲塚町 1,100 
旧川・破堤跡以外、履歴有の暫定施工 

（月の輪工） 

9 要 新堤防 
1.8k+31m～ 

2.2k+77m 
前浜町 440 H21矢作川前浜護岸ほか１件工事 

10 要 新堤防 
3.2k+172m～ 

4.0k+18m 

中江町～ 

船江町 
540 

H23矢作川舟江堤防整備工事 

H22矢作川舟江護岸工事 

11 要 新堤防 
5.0k+56m～ 

5.2k+164m 
流作町 330 

H24矢作川下流部堤防整備工事 

H23矢作川舟江堤防整備工事 

H22矢作川矢縄護岸工事 

H21矢作川矢縄護岸工事 
 

資料３－３ 重要水防箇所 

(略) 

１ 国土交通省管理区間（矢作川） 

№ 重要度 種 別 位  置 地先名 延長 m 
摘 要 

（水防工法） 

1 重点区間 漏水 7.0ｋ～7.2ｋ 鷲塚町 200 重点監視区間 

2 Ａ 工作物 6.4ｋ＋109 三角町 １箇所 
管理橋、操作台、取付護岸 

（鷲塚放水口ひ管） 

3 Ｂ 堤体漏水 1.6ｋ～1.8ｋ 前浜町 190 
すべり破壊に対する安全性 

（築き回し工） 

4 Ｂ 堤体漏水 2.2ｋ～5.4ｋ＋100 
前浜町～ 

流作町 
3,090 堤防脆弱性、すべり破壊に対する安全性 

5 Ｂ 越水 5.0ｋ～6.4ｋ 
流作町～ 

三角町 
1,380 暫定堤防、河積不足（積土のう工） 

6 Ｂ 堤体漏水 
5.6ｋ－100～ 

5.6ｋ＋100 
流作町 200 堤防脆弱性、すべり破壊に対する安全性 

7 Ｂ 越水 6.8ｋ～7.0ｋ 
鷲林町～ 

鷲塚町 
220 暫定堤防、河積不足（積土のう工） 

8 Ｂ 堤体漏水 
7.0ｋ－100～ 

7.0ｋ＋100 
鷲塚町 200 堤防脆弱性 

9 Ｂ 基礎地盤漏水 
7.0ｋ～8.0ｋ＋

100 

鷲塚町～ 

西尾市米津町 
1,100 

旧川・破堤跡以外 

履歴有の暫定施工 

重点監視区間 

（月の輪工） 

10 Ｂ 越水 7.6ｋ～8.8ｋ＋90 
野銭町～ 

西尾市米津町 
1,290 河積不足（積土のう工） 

 （削除）      

 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

（情報の更新

等） 
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頁   現行計画(令和2年2月修正) 改正後(令和3年2月修正) 改正理由 

16 資料４ 通信・連絡関係 資料４ 通信・連絡関係  

23 

 

 

 

24 

 

資料４－３ 災害時情報伝達収集先一覧 

設  置  場  所 電 話 番 号 防災行政無線 

(略) (略) (略) (略) 

臨海公園グランド 浜町2-4 ４６－１１８９ - 

(略) (略) (略) (略) 

知立建設事務所（維

持管理課） 
知立市上重原町蔵福寺124 ８２－３228 - 

(追加) (追加) (追加) (追加) 

衣浦港務所（総務

課） 
半田市１１号地１－１ 0569-21-2450 - 

(略) (略) (略) (略) 
 

資料４－３ 災害時情報伝達収集先一覧 

設  置  場  所 電 話 番 号 防災行政無線 

(略) (略) (略) (略) 

臨海公園グラウンド 浜町2-4 ４６－１１８９ - 

(略) (略) (略) (略) 

知立建設事務所（維

持管理課） 
知立市上重原町蔵福寺124 ８２－３228 - 

西三河農林水産事

務所（建設課） 
岡崎市明大寺本町１－４ 0564-23-1211 - 

衣浦港務所（総務

課） 
半田市１１号地１－１ 0569-21-2450 - 

(略) (略) (略) (略) 
 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

（情報の更新

等） 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料４－４ 被害判定基準 

被害区分 判定基準 

人 

の 

被 

害 

死者 
当該被害が原因で死亡し、死体を確認した者、又は死体は確認でき

ないが、死亡したことが確実な者。 

行方不明者 当該被害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのある者。 

負傷者 

当該被害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある

者。 

        （重傷）１か月以上の治療を要する見込みの者。 

        （軽傷）１か月未満で治療できる見込みの者。 

（住家） 

現実に居住のために使用している建物をいい、社会通念上の住家で

あるかどうかを問わない。 

（注）１住家被害戸数にについては「独立して生計を営むことができ

るように建築された建物または完全に区画された建物の一部」を戸の

単位として算定するものとする。 

２損壊とは、住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生

じることにより、補修しなければ元の機能を復元し得ない状況に至っ

たものをいう。 

資料４－４ 被害判定基準 

被 害 区 分 判    定    基    準 

人 
の 
被 

害 

死 者 
当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの、又は死体は確認できな

いが死亡したことが確実な者 

災害関連死

者 

当該災害による負傷の悪化又は避難生活等における身体的負担による

疾病により死亡し、災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和 48年法律第

82 号）に基づき災害が原因で死亡したと認められたもの（実際には災害

弔慰金が支給されていないものも含めるが、当該災害が原因で所在が不明

なものは除く。） 

行方不明者 当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのある者 

負 傷 者 

当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者 

  （重傷）1ヶ月以上の治療を要する見込みの者 

  （軽傷）1ヶ月未満で治療できる見込みの者 

住 
 
 
 
 

家 
 
 
 
 

の 
 
 
 
 

被 
 
 
 
 
 

害 

（住  家） 
現実に居住のために使用している建物をいい、社会通念上の住家である

かどうかを問わない。 

（棟） 

一つの建築物をいう。 

主屋より延べ面積の小さい建築物（同じ宅地内にあるもので、非住家と

して計上するに至らない小さな物置、便所、風呂場、炊事場）が付着して

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

（情報の更新

等） 
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25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

３主要な構成要素とは、住家の構成要素のうち造作等を除いたもので

あって、住家の一部として固定された設備を含む。 

住 
 

家 
 

の 
 

被 
 

害 

棟 

１つの建築物をいう。 

主屋より延べ面積の小さい建築物（同じ敷地内にあるもので、非住

家として計上するに至らない小さな物置、便所、風呂場、炊事場）が

付着している場合は同一棟とみなす。また、渡り廊下のように、二つ

以上の主屋に付着しているものは折半して、それぞれを主屋の附属建

物とみなす。 

世帯 

生計を一にしている実際の生活単位をいう。（同一家屋内の親子夫婦

であっても、生活の実態が別々であれば２世帯となる。又、主として

学生等を宿泊させている寄宿舎、下宿その他これらに類する施設に宿

泊するもので共同生活を営んでいる者については、原則としてその寄

宿舎等を１世帯として取り扱う。） 

全壊 

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住

家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だ

しく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的に

は、住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延

床面積の70%以上に達した程度のもの、または住家の主要な構成要素の

経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合

が50%以上に達した程度のものとする。 

大規模半壊 

居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模

な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的

には、損壊部分がその住家の延床面積の50%以上70%未満のもの、また

は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で

表し、その住家の損害割合が40%以上50%未満のものとする。 

半壊 

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわ

ち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度

のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20%以上70%

未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に

占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上50%未満のもの

とする。 

一部破損 

全壊及び半壊に至らない程度の住家の破損で、補修を必要とする程

度のものとする。ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さなも

のは除く。 

いる場合は同一棟とみなす。 

また、渡り廊下のように、二つ以上の主屋に付着しているものは折半し

て、それぞれ主屋の付属建物とみなす。 

（世  帯） 

生計を一にしている実際の生活単位をいう。（同一家屋内の親子夫婦で

あっても、生活の実態が別々であれば当然2世帯となるわけである。また、

主として学生等を宿泊させている寄宿舎、下宿、その他これら類する施設

に宿泊するもので共同生活を営んでいる者については、原則としてその寄

宿舎等を1世帯として取り扱う。） 

住 家 全 壊 

（全焼・全流

出） 

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全

部が倒壊、流出、埋没、焼失したもの、または住家の損壊（ここでいう「損

壊」とは住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じること

により、補修をしなければ元の機能を復元し得ない状況に至ったものをい

う。以下同じ。）が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難

なもので、具体的には、住家の損壊、焼失もしくは流出した部分の床面積

がその住家の延床面積の７０％以上に達した程度のもの、または住家の主要

な構成要素（ここでいう「構成要素」とは、住家の構成要素のうち造作等

を除いたものであって、住家の一部として固定された設備を含む。以下同

じ。）の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害

割合が 50％以上に達した程度のものとする。 

住 家 半 壊 

（半  焼） 

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、

住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもの

で、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の 20％以上70％未満の

もの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害

割合で表し、その住家の損害割合が 20％以上50％未満のものとする。 

一 部 破 損 

全壊及び半壊にいたらない程度の住家の破損で、補修を必要とする程度

のものとする。ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さなものは除

く。 

 

被 害 区 分 判    定    基    準 

住
家
の
被
害 

床 上 浸 水 
住家の床より上に浸水したもの及び全壊、半壊には該当しないが、土砂、

竹木等のたい積により一時的に居住することができないものとする。 

床 下 浸 水 
床上浸水にいたらない程度に浸水したものとする。 

非
住
家
の
被

害 (非 住 家) 

住家以外の建物でこの報告中、他の被害か所項目に属さないものとす

る。 

これらの施設に人が居住しているときは、当該部分は住家とする。 

なお、この被害は、全壊・半壊を受けたもののみ記入する。 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

（情報の更新

等） 
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26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

床上浸水 

住家の床より上に浸水したもの及び全壊、半壊には該当しないが、

土砂、竹木等のたい積により一時的に居住することができないものと

する。 

床下浸水 床上浸水に至らない程度に浸水したものとする。 

（非住家） 

非 

住 

住家以外の建物でこの報告中、他の被害箇所項目に属さないものと

する。 

これらの施設に人が居住しているときは、当該部分は住家とする。 

なお、この被害は、全壊・半壊の被害を受けたもののみ記入する。 

家

の

被

害 

公共建物 役場庁舎、公民館、公立保育所等の公用又は公共の用に供せられて

いる建物とする。 

その他 公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫等の建物とする。 

 

 

 

     

そ

の

他 

田の流失・埋

没 

田の耕土の流失、又は砂利等のたい積のため、耕作が不能になった

ものとする。 

田の冠水 稲の先端が見えなくなる程度に水につかったものとする。 

畑の流失・埋

没、畑の冠水 
田の例に準じて取り扱うものとする。 

文教施設 小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、

養護学校及び幼稚園における教育の用に供せられている施設とする 

道路 道路法（昭和27年法律第180号）第２条第１項に規定する道路のうち、

橋りょうを除いたものとする。 

 損壊 道路の全部又は一部の損壊、又は崩土により通行不能あるいは通行

規制になったもの及び応急修理が必要なものとする。 

冠水 道路が水をかぶり通行不能となったもの及び通行規制が必要なもの

とする。 

 （通行不能） 道路の損壊又は冠水等により通行が不能になったものとする。 

橋りょう 
道路を連結するために河川、運河等の上に架設された橋で全部又は

一部が流失したもの及び損壊により応急修理が必要なものとする。 

 

河川 

河川法（昭和39年法律第167号）が適用若しくは準用される河川若し

くはその他の河川又はこれらのものの維持管理上必要な堤防、護岸、

水制、床止その他の施設若しくは沿岸を保全するために防護すること

を必要とする河岸とする。 

公 共 建 物 役場庁舎、公民館、公立保育所等の公用又は公共の用に供する建物とす

る。 

そ の 他 公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫等の建物とする。 

そ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

他 

田の流出・埋

没 

田の耕土が流失し、又は砂利等のたい積のため、耕作が不能になったも

のとする。 

田 の 冠 水 稲の先端が見えなくなる程度に水につかったものとする。 

畑の流出・埋

没 田の例に準じて取り扱うものとする。 

畑 の 冠 水 

学 校 
小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、特

別支援学校及び幼稚園における教育の用に供する施設とする。 

道 路 
道路法（昭和27年法律第180号）第2条第1項に規定する道路のうち、

橋りょうを除いたものとする。 

 
損 壊 

道路の全部又は一部の損壊により通行不能あるいは通行規制になった

もの及び応急修理が必要なものとする。 

 冠   

水 

崩土、土砂の流入又は道路が水をかぶり通行不能となったもの及び通行

規制が必要なものとする。 

 (通行不

能 ) 

道路の損壊、崩土及び冠水等により通行が不能になったものとする。 

橋 り ょ う 
道路を連結するために河川、運河等の上に架設された橋で、全部又は一

部が流失したもの及び損壊により応急修理が必要なものとする。 

河 川 

河川法（昭和39年法律第167号）が適用され、若しくは準用される河

川若しくはその他の河川又はこれらのものの維持管理上必要な堤防、護

岸、水制、床止その他の施設若しくは沿岸を保全するために防護すること

を必要とする河岸とする。 

 破 堤 堤防等の決壊により水が堤内にあふれ出たものとする。 

 
越 水 

堤防等は破堤していないが、水が堤防等を乗り越えて堤内へ流れ込む状

態のものとする。 

 
その他 

破堤や越水はしていないが、堤防法面が損壊する等応急修理が必要なも

のとする。 

港湾・漁港 

港湾法（昭和25年法律第218号）第2条第5項及び漁港漁場整備法（昭

和25年法律第137号）第3条に規定する水域施設、外かく施設、けい留

施設又は港湾・漁港の利用及び管理上必要な臨海交通のための施設とす

る。 

砂 防 
砂防法（明治30年法律第29号）第1条に規定する砂防設備、同法第３

条の規定によって同法が準用される砂防のための施設又は同法第3条の2

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

（情報の更新

等） 
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26 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 破堤 堤防等の欠壊により水が堤内にあふれ出たものとする。 

越水 堤防等は破堤していないが、水が堤防等を乗り越えて堤内へ流れ込

む状態のものとする。 

その他 破堤や越水はしていないが、堤防法面が損壊する等応急修理が必要

なものとする。 

港湾・漁港 港湾法（昭和25年法律第218号）第２条第５項及び漁港漁場整備法（昭

和25年法律第137号）第３条に規定する水域施設、外かく施設、けい留

施設、又は港湾・漁港の利用及び管理上必要な臨港交通のための施設

とする。 

清掃施設 ごみ処理及びし尿処理施設とする。 

砂防 砂防法（明治30年法律第29号）第１条に規定する砂防設備、同法第

３条の規定によって同法が準用される砂防のための施設又は同法第３

条の２の規定によって同法が準用される天然の河岸とする。 

崖くずれ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57

号）第２条に規定する急傾斜地崩壊防止施設及び急傾斜地の崩壊（い

わゆる崖くずれを含む。）による災害で人命、人家、公共的建物に被害

のあったものとする。 

地すべり 地すべりによる災害で、地すべり等防止法（昭和33年法律第30号）

第２条に規定する地すべり防止施設及び人命、人家、公共的建物に被

害のあったものとする。 

清掃施設 ごみ処理及びし尿処理施設とする。 

鉄道不通 列車等の運行が不能となった程度の被害とする。 

被害船舶 ろ・かいのみをもって運転する舟以外の舟で、船体が没し、航行不

能になったもの及び流失し、所在が不明になったもの、並びに修理し

なければ航行できない程度の被害を受けたものとする。 

水道 上水道又は簡易水道で断水している戸数のうち最も多く断水した時

点における戸数とする。 

電話 災害により通話不能となった電話の回線数とする。 

電気 災害により停電した戸数のうち最も多く停電した時点における戸数

とする。 

ガス 一般ガス事業又は簡易ガス事業で供給停止となっている戸数のうち

最も多く供給停止となった時点における戸数とする。 

ブロック塀等 倒壊したブロック塀又は石塀のか所数とする。 

罹災世帯(被災 災害により全壊、半壊及び床上浸水の被害を受け通常の生活を維持

の規定によって同法が準用される天然の河岸とする。 

崖 く ず れ 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和 44 年法律第 57

号）第2条に規定する急傾斜地崩壊防止施設及び急傾斜地の崩壊（いわゆ

る崖くずれを含む。）による災害で、人命、人家、公共的建物に被害のあ

ったものとする。 

 

被 害 区 分 判    定    基    準 

そ 
 
 
 
 
 

の 
 
 
 
 
 
 
 

他 

地 す べ り 

地すべりによる災害で、地すべり等防止法（昭和33年法律第30号）第

2条に規定する地すべり防止施設及び人命、人家、公共的建物に被害のあ

ったものとする。 

土 石 流 
土石流による災害で、人命、人家、公共的建物に被害のあったものとす

る。 

水 道 
上水道又は簡易水道で断水している戸数のうち、最も多く断水した時点

における戸数とする。 

清 掃 施 設 ごみ処理及びし尿処理施設とする。 

鉄 道 不 通 汽車、電車等の運行が不能となった程度の被害とする。 

被 害 船 舶 

ろ・かいのみをもって運転する舟以外の舟で、船体が没し、航行不能に

なったもの及び流失し、所在が不明になったもの並びに修理しなければ航

行できない程度の被害を受けたものとする。 

電 話 災害により通話不能となった電話の回線数とする。 

電 気 
災害により停電した戸数のうち、最も多く停電した時点における戸数と

する。 

ガ ス 
一般ガス事業又は簡易ガス事業で供給停止となっている戸数のうち、最

も多く供給停止となった時点における戸数とする。 

ブロック塀

等 
崩壊したブロック塀又は石塀のか所数とする。 

火 

災 

発 

生 

(火   災) 地震又は火山噴火の場合のみとすること。 

建 物 

土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、観

覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物に設けた事務所、店舗、

倉庫その他これらに類する施設をいい、貯蔵槽その他これに類する施設を

除く。 

危 険 物 
消防法（昭和23年法律第186号）第11条に起因する市町村長等が許可

した製造所等 

そ の 他 建物及び危険物以外のもの 

罹 災 世 帯 災害により全壊、半壊及び床上浸水の被害を受け、通常の生活を維持で

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

（情報の更新

等） 
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27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世帯) できなくなった生計を一にしている世帯とする。 

罹災者(被災者) 罹災世帯の構成員とする。 

（火災） 地震又は火山噴火の場合のみとすること。 

火

災

発

生 

建物 土地に定着する工作物のうち屋根及び柱、若しくは壁を有するもの、

観覧のための工作物又は地下、若しくは高架の工作物に設けた事務所、

店舗、倉庫、その他これらに類する施設をいい、貯蔵槽その他これに

類する施設を除く。 

危険物 消防法（昭和23年法律第186号）第11条に起因する市町村長等が許可し

た製造所等。 

その他 建物及び危険物以外のもの。 

公立文教施設 公立の文教施設をいう。 

農林水産業施設 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律

（昭和25年法律第169号）による補助対象となる施設をいい、具体的に

は、農地、農業用施設、林業用施設、漁業用施設及び共同利用施設と

する。 

公共土木施設 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和26年法律第97号）によ

る国庫負担の対象となる施設をいい、具体的には、河川、海岸、砂防設

備、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、道

路、港湾、漁港、下水道及び公園とする。 

その他の 

公共施設 

公立文教施設、農林水産業施設及び公共土木施設以外の公共施設を

いい、例えば庁舎、公民館、児童館、都市施設等の公用又は公共の用

に供する施設とする。 

 

災害中間年報及び災害年報の公立文教施設、農林水産業施設、公共土木施設及びその他の

公共施設については、査定済額を記入し、未査定額（被害見込額）はカッコ書きするものと

する。 

公共施設被害 

市町村数 

公立文教施設、農林水産業施設、公共土木施設及びその他の公共施

設の被害を受けた市町村とする。 

そ
の
他 

農産被害 農林水産業施設以外の農産被害をいい、例えばビニｰルハウス、農作物等の

被害とする。 

林産被害 農林水産業施設以外の林産被害をいい、例えば立木、苗木等の被害

とする。 

畜産被害 農林水産業施設以外の畜産被害をいい、例えば家畜、畜舎等の被害

とする。 
 

きなくなった生計を一にしている世帯とする。 

罹 災 者 り災世帯の構成員とする。 

公共文教施設 公立の文教施設をいう。 

農林水産業施設 

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律（昭和

25年法律第 169号）による補助対象とする施設をいい、具体的には、農

地、農業用施設、林業用施設、漁業用施設及び共同利用施設とする。 

公共土木施設 

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和26年法律第97号）によ

る国庫負担の対象となる施設をいい、具体的には、河川、海岸、砂防設備、

林地荒廃防止施設、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、道路、港

湾、漁港、下水道及び公園とする。 

その他の公共施

設 

公共文教施設、農林水産業施設及び公共土木施設以外の公共施設をい

い、例えば、庁舎、公民館、児童館、都市施設等の公用又は公共の用に供

する施設とする。 

 

被 害 区 分 判    定    基    準 

災害中間年報及び災害年報の公立文教施設、農業水産業施設、公共土木施設及びその他の公

共施設については、査定済額を記入し、未査定額（被害見込額）は、カッコ書きするものとす

る。 

公共施設被害 

市 町 村 数 

公共文教施設、農林水産業施設、公共土木施設及びその他の公共施設の

被害を受けた市町村とする。 

そ 
 

の 
 

他 

農 産 被 害 
農林水産業施設以外の農産被害をいい、例えば、ビニールハウス、農作

物等の被害とする。 

林 産 被 害 
農林水産業施設以外の林産被害をいい、例えば、立木、苗木等の被害と

する。 

畜 産 被 害 
農林水産業施設以外の畜産被害をいい、例えば、家畜、畜舎等の被害と

する。 

水 産 被 害 
農林水産業施設以外の水産被害をいい、例えば、のり、漁具、漁船等の

被害とする。 

商 工 被 害 
建物以外の商工被害で、例えば、工業原材料、商品、生産機械器具等と

する。 

被害の程度及び応急対策状況（経過）要請事項等の記載の主たるものを例示すると、次の

とおりである。 

・人・住家の被害状況及びこれに対する災害救助活動状況 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

（情報の更新

等） 
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28  水産被害 農林水産業施設以外の水産被害をいい、例えばのり、漁具、漁船等の

被害とする。 

商工被害 建物以外の商工被害で、例えば工業原材料、商品、生産機械器具等

とする。 

 

被害の程度及び応急対策状況（経過）、要請事項欄の記載の主たるものを例示すると次のと

おりである。 

・人、住家の被害状況及びこれに対する災害救助活動状況 

・避難の状況 

・主要河川、海岸、ため池、砂防設備、港湾等の被害状況及びこれに対する応急対策活動

状況、復旧見込 

・主要道路、交通機関の被害状況及びこれに対する応急対策活動状況、復旧見込 

・学校、病院、庁舎等重要公共施設の被害状況及びこれに対する応急対策活動状況 

・電力、ガス、水道、通信施設等公益事業施設の被害状況及びこれに対する応急対策活動

状況、復旧見込 

・農林水産業施設、農林水産物の被害状況及びこれに対する応急対策活動状況、復旧見込 

・応援要請又は職員派遣の状況 

・避難の状況 

・主要河川、海岸、ため池、砂防設備、港湾等の被害状況及びこれに対する応急対策活動

状況、復旧見込み 

・主要道路、交通機関の被害状況及びこれに対する応急対策活動状況、復旧見込み 

・学校、病院、庁舎等重要公共施設の被害状況及びこれに対する応急対策活動状況 

・電力、ガス、水道、通信施設等公益事業施設の被害状況及びこれに対する応急対策活動

状況、復旧見込み 

・農林水産業施設、農林水産物の被害状況及びこれに対する応急対策活動状況、復旧見込

み 

・応援要請又は職員派遣の状況 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

（情報の更新

等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 資料５ 消火・救急・救助・危険物等施設 資料５ 消火・救急・救助・危険物等施設  

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料５－１ 消防用資機材等保有状況 

１ 消防力 

(1) 衣浦東部広域連合碧南消防署 

職員数 75人 化学消防ポンプ自動車 1台 資機材搬送車 1台 

無線電話移動局 67基 高規格救急車 3台 救助艇 2台 

(略) 

(2) 消防団 

(略) 

２ 消防水利施設（碧南消防署） 

消火栓 
防火水槽 

その他・プール 
40ｍ３以上 40ｍ３未満 

1,418個 139基 1基 22箇所 
 

資料５－１ 消防用資機材等保有状況 

１ 消防力 

(1) 衣浦東部広域連合碧南消防署 

職員数 75人 化学消防ポンプ自動車 1台 資機材搬送車 1台 

無線電話移動局 67基 高規格救急車 3台 救助艇 3台 

(略) 

(2) 消防団 

(略) 

２ 消防水利施設（碧南消防署） 

消火栓 
防火水槽 

その他・プール 
40ｍ３以上 40ｍ３未満 

1,422個 139基 1基 22箇所 
 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

（情報の更新

等） 

 



碧南市地域防災計画(資料編)新旧対照表 
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頁   現行計画(令和2年2月修正) 改正後(令和3年2月修正) 改正理由 

37  

３ 流出油防除資器材保有状況（碧南消防署） 

油吸着剤 
オイルフェンス 

油処理剤 
B型 その他 

530kg 720ｍ 520ｍ 1,064L 

 

４ 化学消火薬剤保有状況（碧南消防署） 

泡消火薬剤 

14.6kL 

 
５ 救助用資器材保有状況（碧南消防署） 

救助用担架 5 救命浮環 15 救命索発射

銃 

1 チェーンソー 4 

エアージャ

ッキ 

1 油圧式救助

器具 

4 空気呼吸器 57 緩降器 1 

(略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) 

救命胴衣 102 酸素濃度測

定器 

4 エンジンカ

ッター 

4   

 
６ 自衛消防力 

  (略) 

 

３ 流出油防除資器材保有状況（碧南消防署） 

油吸着剤 
オイルフェンス 

油処理剤 
B型 その他 

558kg 720ｍ 520ｍ 1,064L 

 

４ 化学消火薬剤保有状況（碧南消防署） 

泡消火薬剤 

14.955kL 

 
５ 救助用資器材保有状況（碧南消防署） 

救助用担架 6 救命浮環 10 救命索発射

銃 

1 チェーンソー 4 

エアージャ

ッキ 

1 油圧式救助

器具 

4 空気呼吸器 60 緩降器 1 

(略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) 

救命胴衣 148 酸素濃度測

定器 

4 エンジンカ

ッター 

4   

 
６ 自衛消防力 

  (略) 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

（情報の更新

等） 

 

38 

 

 

 

 

 

資料５－２ 地震防災応急計画作成対象施設等 

施設 数 施設 数 施設 数 

劇場等 2 浴場 1 1,000人以上の工場 2 

集会場等 50 神社、寺院等 27 危険物製造所 1 

遊技場 6 その他事業場 42 屋外タンク貯蔵所 15 

飲食店 39 複合（特定用途） 73 給油取扱所 27 

百貨店、店舗 96 複合（非特定用途） 8 一般取扱所 28 

旅館、ホテル 6 幼稚園 5 石コン特定事業所 4 

病院、診療場等 12 学校 18 合   計 502 

図書館、博物館 3 福祉施設等 37  
 

資料５－２ 地震防災応急計画作成対象施設等 

施設 数 施設 数 施設 数 

劇場等 2 浴場 1 1,000人以上の工場 2 

集会場等 50 神社、寺院等 28 危険物製造所 1 

遊技場 6 その他事業場 42 屋外タンク貯蔵所 15 

飲食店 38 複合（特定用途） 73 給油取扱所 26 

百貨店、店舗 95 複合（非特定用途） 13 一般取扱所 28 

旅館、ホテル 6 幼稚園 5 石コン特定事業所 4 

病院、診療場等 12 学校 18 合   計 502 

図書館、博物館 3 福祉施設等 37  
 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

（情報の更新

等） 
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頁   現行計画(令和2年2月修正) 改正後(令和3年2月修正) 改正理由 

39 資料５－４ 石油類等大量保有事業所 

事業所名 所在地 
危険物 
の種類 

最大数量 備考 

日鉄ステンレス㈱製造本
部衣浦製造所 浜町１ 第４類 1,501kL 令和元年９月１日現在 

衣浦ユ－ティリティ－㈱ 玉津浦町２－２ 第４類 6,452kL 令和元年９月１日現在 

㈱JERA O&M本部 

碧南火力発電所 

港南町２－８－２ 第４類 

39,712kL 令和元年９月１日現在 

トヨタ自動車㈱衣浦工場 玉津浦町10-1,11 第４類 911kL 令和元年９月１日現在 
 

資料５－４ 石油類等大量保有事業所 

事業所名 所在地 
危険物 
の種類 

最大数量 備考 

日鉄ステンレス㈱製造本
部衣浦製造所 浜町１ 第４類 1,478kL 令和元年９月１日現在 

衣浦ユ－ティリティ－㈱ 玉津浦町２－２ 第４類 6,452kL 令和元年９月１日現在 

㈱JERA O&M・エンジ

ニアリング本部 碧南火

力発電所 

港南町２－８－２ 第４類 

39,712kL 令和元年９月１日現在 

トヨタ自動車㈱衣浦工場 玉津浦町10-1,11 第４類 858kL 令和元年９月１日現在 
 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

（情報の更新

等） 

 

 資料５－５ 高圧ガス大量保有事業所 

事業所名 所在地 内 容 最大数量 

出光興産㈱ 
 碧南ＬＰＧ基地 

港南町２－１－１ ＬＰガス 83,813t 

㈱JERA O&M本部 

 碧南火力発電所 
港南町２－８－２ 液化アンモニア 251t 

(略) 
 

資料５－５ 高圧ガス大量保有事業所 

事業所名 所在地 内 容 最大数量 

出光興産㈱ 
 碧南ＬＰＧ基地 

港南町２－１－１ ＬＰガス 83,813t 

㈱JERA O&M・エンジニアリ

ング本部 碧南火力発電所 
港南町２－８－２ 液化アンモニア 251t 

(略) 
 

 

40 資料５－６ 臨海地帯危険物大量保有事業所位置図 

図中：・㈱JERA O&M本部碧南火力発電所 

資料５－６ 臨海地帯危険物大量保有事業所位置図 

図中：・㈱JERA O&Mエンジニアリング本部碧南火力発電所 
 

41 資料６ 輸送・交通関係 資料６ 輸送・交通関係  

41 

 

 

 

 

 

 

資料６－２ 車両・船舶の調達先 

１ 車両※トラック協会員 

三光陸運㈱ 中町3-13 41-0690 大吉丸運輸㈱ 港本町1-23 42-6928 

碧南運送㈱ 須磨町2-22 42-9111 新川急配㈱ 松江町5-8 41-7155 

北野運輸㈱ 田尻町3-35 41-0739 碧南小型運送㈱ 田尻町3-100 48-2550 

丸共通運㈱ 港本町1-19 48-3211    
 

資料６－２ 車両・船舶の調達先 

１ 車両※愛知県トラック協会西三河支部碧南部会員 

三光陸運㈱ 須磨町2-18 41-0692 丸共通運㈱ 港本町1-19 48-3211 

碧南運送㈱ 須磨町2-22 42-9199 新川急配㈱ 松江町5-8 41-7155 

北野運輸㈱ 田尻町3-35 41-0739 碧南小型運送㈱ 田尻町3-100 48-2550 

 

 

 

 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

（情報の更新

等） 
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頁   現行計画(令和2年2月修正) 改正後(令和3年2月修正) 改正理由 

41 ２ 船舶 

大浜漁業協同組合 築山町1-70 41-0248 石川マリンサー ビス 道場山町5-16 42-3003 

衣浦マリｰナ 道場山町3-21 41-2558 山崎マリン 岬町3-31 42-5189 
 

２ 船舶 

大浜漁業協同組合 

築山町1-70 41-0248 (有)イシカ

ワマリンサ

ービス 

道場山町5-17 42-3003 

衣浦マリｰナ 道場山町3-21 41-2558 (有)山崎マ

リン 

岬町3-51 42-5189 

 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

（情報の更新

等） 

51 資料６－９ 緊急時ヘリコプター離着陸可能箇所 

名    称 所在地 
面積（㎡） 
(巾×長さ)m 

経 度 緯 度 
県防災ヘリ 

離着陸 

(追加)      

西端中学校グランド 
神田町

3-10 

12,480 
(80×80) 137 01 01 34 54 53 不可 

県立碧南高等学校グランド 
向陽町

4-12 

26,061 
(90×150) 136 59 51 34 52 59 可 

 

資料６－９ 緊急時ヘリコプター離着陸可能箇所 

名    称 所在地 
面積（㎡） 
(巾×長さ)m 

緯 度 経 度 
県防災ヘリ 

離着陸 

臨海公園大芝生広場 
浜町

2-4 

12,480 

(80×80) 
34 52 36 136 58 48 可 

県立碧南高等学校グラウン

ド 

向陽町

4-12 

26,061 

(90×150) 
34 52 59 136 59 51 可 

西端中学校グラウンド 
神田町

3-10 

12,480 
(80×80) 34 54 53 137 01 01 不可 

 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

（情報の更新

等） 

 

 

54 資料７ 物資の備蓄・調達 資料７ 物資の備蓄・調達  

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料７－１ 食糧・生活必需品等備蓄一覧表 
令和元年１１月現在 

名称等 

ア
ル
フ
ァ
米(

食) 

ク
ラ
ッ
カ
ー(

食) 

保
存
水
１
．
５
Ｌ(

本) 

保
存
水
０
．
５
Ｌ(

本) 

ア
ル
ミ
毛
布(

枚) 

毛
布(

枚
） 

タ
オ
ル(

枚) 

石
鹸(

個) 

氷
砂
糖
（
㎏
） 

サ
ラ
ン
ラ
ッ
プ
（
本
） 

ト
イ
レ
ッ
ト
パ
ー
パ
ー 

（
本
） 

お
む
つ(

子
ど
も
用) 

(

枚) お
む
つ(

大
人
用) 

(

枚) お
む
つ(

大
人
用) 

尿
取
り
パ
ッ
ド(

枚) 

生
理
用
品(

枚) 

担
架 

簡
易
ベ
ッ
ド 

(略) (略) 

碧南市民病院 

（コンテナ） 
(略) 

防災備蓄倉庫 

(ｺﾝﾃﾅ･市内26箇所） 
10,400 9,100 960 9,600  3,730 5,200     2,080 936 2,496 

3,53

6 
52  

(略) (略) 
 

資料７－１ 食糧・生活必需品等備蓄一覧表 
令和３年２月現在 

名称等 

ア
ル
フ
ァ
米(

食) 

ク
ラ
ッ
カ
ー(

食) 

保
存
水
１
．
５
Ｌ(

本) 

保
存
水
０
．
５
Ｌ(

本) 

ア
ル
ミ
毛
布(

枚) 

毛
布(

枚
） 

タ
オ
ル(

枚) 

石
鹸(

個) 

氷
砂
糖
（
㎏
） 

サ
ラ
ン
ラ
ッ
プ
（
本
） 

ト
イ
レ
ッ
ト
パ
ー
パ
ー 

（
本
） 

お
む
つ(

子
ど
も
用) 

(

枚) お
む
つ(

大
人
用) 

(

枚) お
む
つ(

大
人
用) 

尿
取
り
パ
ッ
ド(

枚) 

生
理
用
品(

枚) 

担
架 

簡
易
ベ
ッ
ド 

(略) (略) 

碧南市民病院 

（コンテナ） 
(略) 

防災備蓄倉庫 

(ｺﾝﾃﾅ･市内27箇所） 
10,800 9,450 960 13,920  3,870 5,400     9,890 1,124 10,416 3,716 54  

(略) (略) 
 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

（情報の更新

等） 
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頁   現行計画(令和2年2月修正) 改正後(令和3年2月修正) 改正理由 

54 
合計 63,150 56,420 2,700 46,176 3,400 6,576 10,326 504 300 300 1,231 2,080 1,496 3,216 

3,62

6 
128 240 

【26箇所の防災備蓄倉庫（コンテナ）】1 明石公園 2 市民図書館駐車場 ３ 新川小学校 ４ 中央中学校 ５ 

中央小学校 6 市役所 7 臨海公園駐車場 8 中町４丁目用地 9 大浜小学校 10 前浜町 11 川口町老人憩

いの家 12 若宮公園 13 棚尾小学校  

14 日進小学校 15 東中学校 16 鷲塚小学校 17 神有町 4 丁目用地 18 踏分公園 19 西端下区民館 20 西

端小学校  

21 東山秋葉神社 22 保健センター駐車場 23 大浜熊野大神社 24 伏見公園 25 大浜下区ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 26 

羽久手ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 

合計 63,550 56,770 2,700 50,496 3,400 6,716 10,520 504 300 300 1,231 9,890 1,684 11,136 
3,80

6 
130 240 

【27箇所の防災備蓄倉庫（コンテナ）】1 明石公園 2 市民図書館駐車場 ３ 新川小学校 ４ 中央中学校 ５ 

中央小学校 6 市役所 7 臨海公園駐車場 8 中町４丁目用地 9 大浜小学校 10 前浜町 11 川口町老人憩

いの家 12 若宮公園 13 棚尾小学校  

14 日進小学校 15 東中学校 16 鷲塚小学校 17 神有町 4丁目用地 18 踏分公園 19 西端下区民館 20 西

端小学校  

21 東山秋葉神社 22 保健センター駐車場 23 大浜熊野大神社 24 伏見公園 25 大浜下区ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 

26 羽久手ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 27 西部連合町内会館 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

（情報の更新

等） 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料７－２ 資機材等備蓄一覧表 
令和元年１１月現在 

名称等 

ガ
ソ
リ
ン
発
電
機 

（
２
・
３
Ｋ
Ｗ
） 

ガ
ソ
リ
ン
発
電
機 

（
０
・
９
Ｋ
Ｗ
） 

プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
発
電
機 

（
０
・
８
５
Ｋ
Ｗ
） 

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
発
電
機 

（
５
・
０
Ｋ
Ｗ
） 

投
光
機
５
０
０
Ｗ 

三
脚
付 

防
水
型
蛍
光
灯 

２
本
セ
ッ
ト 

組
立
仮
設
ト
イ
レ 

間
仕
切
り 

組
立
水
槽 

３
ト
ン 

レ
ス
キ
ュ
ー
カ
ー 

浄
水
機 

炊
出
釜
３
０
０
人
用 

ガ
ス
バ
ー
ナ
ー
セ
ッ
ト 

炊
出
釜
１
０
０
人
用 

ガ
ス
バ
ー
ナ
ー
セ
ッ
ト 

カ
セ
ッ
ト
コ
ン
ロ 

車
椅
子 

テ
ン
ト 

チ
ェ
ン
ソ
ー 

救
助
工
具
セ
ッ
ト 

ウ
イ
ン
チ 

リ
ヤ
カ
ー 

バ
ル
ー
ン
投
光
器 

(略) (略) 

碧南市民病院 

（コンテナ） 
(略) 

防災備蓄倉庫 

（ｺﾝﾃﾅ・市内26箇所） 
26 26 7   52 26  13   26 26 624 26 26 26 26 26 26  

(略) (略) 

合計 64 30 7 1 73 61 96 137 48 7 12 26 26 688 26 35 26 26 26 28 12 
 

資料７－２ 資機材等備蓄一覧表 
令和３年２月現在 

名称等 

ガ
ソ
リ
ン
発
電
機 

（
２
・
３
Ｋ
Ｗ
） 

ガ
ソ
リ
ン
発
電
機 

（
０
・
９
Ｋ
Ｗ
） 

プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
発
電
機 

（
０
・
８
５
Ｋ
Ｗ
） 

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
発
電
機 

（
５
・
０
Ｋ
Ｗ
） 

投
光
機
５
０
０
Ｗ 

三
脚
付 

防
水
型
蛍
光
灯 

２
本
セ
ッ
ト 

組
立
仮
設
ト
イ
レ 

間
仕
切
り 

組
立
水
槽 

３
ト
ン 

レ
ス
キ
ュ
ー
カ
ー 

浄
水
機 

炊
出
釜
３
０
０
人
用 

ガ
ス
バ
ー
ナ
ー
セ
ッ
ト 

炊
出
釜
１
０
０
人
用 

ガ
ス
バ
ー
ナ
ー
セ
ッ
ト 

カ
セ
ッ
ト
コ
ン
ロ 

車
椅
子 

テ
ン
ト 

チ
ェ
ン
ソ
ー 

救
助
工
具
セ
ッ
ト 

ウ
イ
ン
チ 

リ
ヤ
カ
ー 

バ
ル
ー
ン
投
光
器 

(略) (略) 

碧南市民病院 

（コンテナ） 
(略) 

防災備蓄倉庫 

（ｺﾝﾃﾅ・市内27箇所） 
27 27 7   54 26  13   27 27 648 27 27 26 27 26 27  

(略) (略) 

合計 65 31 7 1 73 63 96 137 48 7 12 27 27 712 27 36 26 27 26 29 12 
 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

（情報の更新

等） 

 

 

 

 

 

 

 

57 

 

 

資料７－４ 救援物資集積所 

施設名 集積場所 住所 

(追加)   

愛知県立碧南高等学校 体育館 碧南市向陽町４－１２ 

碧南市役所 1階ロビー 碧南市松本町２８ 
 

資料７－４ 南海トラフ地震における愛知県広域受援計画に定める防災拠点 

施設名 分類 所在地 物資集積場所 

碧南市臨海公園 救助活動拠点 

地域内輸送拠点 

碧南市浜町２－４ ドーム 

愛知県立碧南高等

学校 

地域内輸送拠点 

(代替候補) 

碧南市向陽町４－１２ 体育館 

碧南市役所 
地域内輸送拠点 

(代替候補) 

碧南市松本町２８ １階ロビー 

 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

（情報の更新

等） 
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58 資料８ 避難地・避難所関係 資料８ 避難地・避難所関係  

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料８－１ 一時退避場所及び火災時退避場所 

１ 一時退避場所 

  災害時に一時的に命を守るために避難する場所。 

 施 設 名 所在地 津
波 

洪
水 

高
潮 

新
川 

(略) (略) (略) (略) (略) 

新川小学校グランド     

新川中学校グランド     

碧南工業高等学校グランド     

中
央 

(略)     

中央小学校グランド     

中央中学校グランド     

大
浜 

(略)     

児童養護施設オリーブ 江口町3-12 △ △ △ 

(略)     

(追加)     

棚
尾 

(略)     

棚尾小学校グランド     

南中学校グランド     

ジール碧南店 (追加)     

ＤＣＭカーマ碧南店 (追加)     

(略) (略)     

鷲
塚 

(略)     

鷲塚小学校グランド     

東中学校グランド     

市営新道住宅 新道町2-69 ○ △ △ 

市営城山住宅 城山町5-12 ○ △ △ 

西端小学校グランド     

(略) (略) (略) (略) (略) 

 

資料８－１ 一時退避場所及び火災時退避場所 

１ 一時退避場所 

  災害時に一時的に命を守るために避難する場所。 

 施 設 名 所在地 津
波 

洪
水 

高
潮 

新
川 

(略) (略) (略) (略) (略) 

新川小学校グラウンド     

新川中学校グラウンド     

碧南工業高等学校グラウンド     

中
央 

(略)     

中央小学校グラウンド     

中央中学校グラウンド     

大
浜 

(略)     

児童養護施設オリーブ 江口町3-12 △ △ △ 

(略)     

衣浦東部浄化センター 管理棟 港南町2-8-15 ○ × × 

棚
尾 

(略)     

棚尾小学校グラウンド     

南中学校グラウンド     

ジール碧南店 立体駐車場     

ＤＣＭカーマ碧南店 店舗２階駐

車場 

    

(略)      

鷲
塚 

(略)     

鷲塚小学校グラウンド     

東中学校グラウンド     

市営新道住宅 新道町2-69-1 ○ △ △ 

市営城山住宅 城山町5-32 ○ △ △ 

西端小学校グラウンド     

(略) (略) (略) (略) (略) 

 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

（情報の更新

等） 
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60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(略) 

２ 火災時退避場所 

 施 設 名 所在地 津
波 

洪
水 

高
潮 

 
 面

積
㎡ 

新
川 

新川小学校グランド      

新川中学校グランド      

碧南工業高等学校グランド      

(略) (略) (略) (略) (略) (略) 

中
央 

中央小学校グランド      

中央中学校グランド      

大
浜 

大浜小学校グランド      

(略)      

棚
尾 

棚尾小学校グランド      

南中学校グランド      

(略)      

日
進 

 

日進小学校グランド      

鷲
塚 

鷲塚小学校グランド      

東中学校グランド      

西
端 

西端小学校グランド      

(略) (略) (略) (略) (略) (略) 
 

(略) 

２ 火災時退避場所 

 施 設 名 所在地 津
波 

洪
水 

高
潮 

 
 面

積
㎡ 

新
川 

新川小学校グラウンド      

新川中学校グラウンド      

碧南工業高等学校グラウンド      

(略) (略) (略) (略) (略) (略) 

中
央 

中央小学校グラウンド      

中央中学校グラウンド      

大
浜 

大浜小学校グラウンド      

(略)      

棚
尾 

棚尾小学校グラウンド      

南中学校グラウンド      

(略)      

日
進 

 

日進小学校グラウンド      

鷲
塚 

鷲塚小学校グラウンド      

東中学校グラウンド      

西
端 

西端小学校グラウンド      

(略) (略) (略) (略) (略) (略) 
 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

（情報の更新

等） 

 

62 

 

 

 

資料８－３ 福祉避難所 
 
 (略)  

 

№ 福祉避難所名 住所(碧南市) 電話番号 
受入人数 

(人) 
受入場所 

(略) (略) (略) (略) (略) (略) 

7 碧南市養護老人ホーム 鷲林町4-109-1 41-0895 2 集会室・食堂(1F) 

(追加) (追加) (追加) (追加) (追加) (追加) 
 

資料８－３ 福祉避難所 
 
 (略)  

 

№ 福祉避難所名 住所(碧南市) 電話番号 
受入人数 

(人) 
受入場所 

(略) (略) (略) (略) (略) (略) 

7 碧南市養護老人ホーム 鷲林町4-109-1 41-0895 2 集会室・食堂(1F) 

8 デイサービス中山 中山町 6-10 － 10 大ホール（1F） 
 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

（情報の更新

等） 

 

63 資料９ 医療・衛生関係 資料９ 医療・衛生関係  
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63 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 

 

 

 

 

 

 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料９－１ 市内の医療機関 

          ※「救」…救急病院 

名称 管理者 住所 電話 診療科目 救 

医療法人愛生館 

小林記念病院 
小田高司 新川町3-88 41-0004 

内 外 整外 神 ひ 眼 放 リ

ハ 麻 消内 循内 呼内 糖内 

老内 腎内 漢  こ外 

○ 

(略) (略) (略) (略) (略) (略) 

碧南市民病院 亀岡伸樹 平和町3-6 48-5050 

内 循内 精 神 アレ 小 

外 整外 リハ 脳 呼外 

皮 ひ 産婦 眼 耳い 

歯外 放 麻 

○ 

(略) (略) (略) (略) (略) (略) 

内：内科 外：外科 整外：整形外科 神：神経内科 ひ：泌尿器科 眼：眼科 放：放射線科 リハ：リハビリテーション

科 

麻：麻酔科 消内：消化器内科 循内：循環器内科 呼内：呼吸器内科 糖内：糖尿病内科 老内：老年内科 腎内：腎

臓内科 

漢：漢方内科 こ外：肛門外科 内視内：内視鏡内科 胃内：胃腸科 皮：皮膚科 小：小児科 心内：心療内科 脳外：

脳神経外科 

形外：形成外科 循：循環器科 産：産科 婦：婦人科 精：メンタルクリニック アレ：アレルギー科 呼外：呼吸器外科 

耳い：耳鼻咽喉科 歯外：歯科口腔外科 消：消化器科 呼：呼吸器科 こう：肛門科  気食：気管食道・耳鼻咽喉科 

リウ：リウマチ科 

 
(歯科) 

診療所名 歯科医師名 住     所   電話 

(略) (略) (略) (略) 

石川歯科医院 石川義人 新川町２丁目５２番地 ４２－６９９６ 

(略) (略) (略) (略) 

ｴﾝｾﾞﾙﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 山路歩 沢渡町８４番地 ７７－８７８７ 

(略) (略) (略) (略) 

小沢歯科医院 小沢誠 源氏町３丁目５番地 ４１－０２７３ 

(略) (略) (略) (略) 

神谷歯科医院 神谷健史（健治） 田尻町２丁目１７番地２ ４１－１２１５ 

(略) (略) (略) (略) 

すずらん歯科 水野博史（節也） 松本町７７番地 ４１－９５４０ 

(略) (略) (略) (略) 

中根歯科医院 中根恒治（佑治） 東浦町４丁目６１番地１ ４１－１２７８ 

(略) (略) (略) (略) 

資料９－１ 市内の医療機関 

          ※「病」…病院 

名称 管理者 所在地 電話番号 診療科      病 

医療法人愛生館  

小林記念病院 
小田高司 新川町3-88 41-0004 

内 外 整外 神内 ひ 眼 

放 リハ 麻 消内 循内 呼

内 糖内 老内 腎内 漢内  

こ外 

○ 

(略) (略) (略) (略) (略) (略) 

碧南市民病院 亀岡伸樹 平和町3-6 48-5050 

内 循内 精 神内 アレ 小 

外 整外 リハ 脳外 呼外 

皮 ひ 産婦 眼 耳い 歯外 

放 麻 病理 

○ 

(略) (略) (略) (略) (略) (略) 

内：内科 外：外科 整外：整形外科 神内：神経内科 ひ：泌尿器科 眼：眼科 放：放射線科 リハ：リハビリテーショ

ン科 

麻：麻酔科 消内：消化器内科 循内：循環器内科 呼内：呼吸器内科 糖内：糖尿病内科 老内：老年内科 腎内：

腎臓内科 

漢内：漢方内科 こ外：肛門外科 内視内：内視鏡内科 胃内：胃腸科 皮：皮膚科 小：小児科 心内：心療内科 脳

外：脳神経外科 

形外：形成外科 循：循環器科 産：産科 婦：婦人科 精：メンタルクリニック アレ：アレルギー科 呼外：呼吸器外

科 

耳い：耳鼻咽喉科 歯外：歯科口腔外科 消：消化器科 呼：呼吸器科 こう：肛門科  気食：気管食道・耳鼻咽喉科 

リウ：リウマチ科 病理：病理診断科 

 
(歯科) 

名称 管理者 所在地   電話番号 

(略) (略) (略) (略) 

医療法人石川歯科医院 石川義人 新川町２丁目５２番地 ４２－６９９６ 

(略) (略) (略) (略) 

ｴﾝｾﾞﾙﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 山路歩 沢渡町８４番地 ７０－８７８７ 

(略) (略) (略) (略) 

小澤歯科医院 小澤誠 源氏町３丁目５番地 ４１－０２７３ 

(略) (略) (略) (略) 

神谷歯科医院 神谷健史 田尻町２丁目１７番地２ ４１－１２１５ 

(略) (略) (略) (略) 

すずらん歯科 水野博史 松本町７７番地 ４１－９５４０ 

(略) (略) (略) (略) 

中根歯科医院 中根恒治 東浦町４丁目６１番地１ ４１－１２７８ 

(略) (略) (略) (略) 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

（情報の更新

等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

（情報の更新

等） 
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65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松江歯科 杉浦和明 松江町３丁目４３番地 ４８－３４００ 

ミシマ・矯正歯科 三島知彦 入船町３丁目５７番地２ ４８－４１８１ 

碧歯科医院 中根逸朗 緑 町２丁目８７番地 ４８－４３４３ 

みやち歯科 宮地秀憲 沢渡町１９８番地２ ４６－５２２２ 

盛田歯科医院 盛田裕樹（陽一郎） 石橋町３丁目１０７番地 ４２－８８４８ 

リコー歯科医院 永坂利行・直哉 栄 町４丁目８２番地 ４２－８８８４ 

(略) (略) (略) (略) 

 
（接骨） 

名称 代表者 住所 電話 

長田接骨院 長田豊治 源氏町3-70 41-0549 

村松接骨院 村松勝矢 築山町1-18 41-3528 

杉浦接骨院 杉浦マリノ 新川町3-14 42-4796 

山口接骨院 山口 晃 
植出町5-1 

杉浦ビル１階 
48-2364 

藤本接骨院 藤本安代 春日町3-76 46-5776 

共生接骨院 角谷憲明 末広町3-13 41-6398 

太田接骨院 太田 充 松本町59 48-6081 

スミヤ接骨院 角谷竜彦 道場山町3-77 41-0388 

みうら接骨院 三浦英樹 鶴見町4-82-1 48-5248 

まつの接骨院 松野吉伸 白砂町2-35 48-5177 

都築接骨院 都築真治 住吉町3-11 48-2322 

宮地接骨院 宮地光春 中松町2-32 42-7117 

さいとう接骨院 齋藤守彦 日進町2-3 48-7711 

恒川接骨院 恒川秀紀 新川町3-14 42-9635 

おかだ接骨院 岡田忠士 宮町7-80 46-9345 

中央接骨院 水野恵介 
向陽町3-30 

ﾘﾊﾞﾌﾞﾙｸﾛｰﾊﾞｰ 1階 
48-3317 

たむら鍼灸接骨院 田村 朗 池下町1-78 46-4181 

あおい接骨院 鈴木健二 音羽町4-27 48-3009 

絆接骨院  幸町6-35 42-3804 
 

松江歯科クリニック 杉浦和明 松江町３丁目４３番地 ４８－３４００ 

ミシマ歯科・矯正歯科 三島知彦 入船町３丁目５７番地２ ４８－４１８１ 

医療法人真成会碧歯科医院 中根逸朗 緑 町２丁目８７番地 ４８－４３４３ 

みやち歯科クリニック 宮地秀憲 沢渡町１９８番地２ ４６－５２２２ 

盛田歯科医院 盛田裕樹 石橋町３丁目１０７番地 ４２－８８４８ 

リコー歯科 永坂利行 栄 町４丁目８８番地 ４２－８８８４ 

(略) (略) (略) (略) 

 

(削除) 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

（情報の更新

等） 

66 

 

 

 

 

資料９－２ 災害拠点病院及びＤＭＡＴ指定医療機関（西三河南部地域） 

災害拠点病院

名 
所在地 電話番号 

災害拠点病院

の種類 

ＤＭＡＴ指定

医療機関 

直近へリポート可能箇所 

名称 距離(km) 

(略)       

資料９－２ 災害拠点病院及びＤＭＡＴ指定医療機関（西三河南部地域） 

災害拠点病院

名 
所在地 電話番号 

災害拠点病院

の種類 

ＤＭＡＴ指定

医療機関 

直近へリポート可能箇所 

名称 距離(km) 

(略)       

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

（情報の更新

等） 
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66 刈谷豊田総合

病院 

刈谷市住吉

町5-15 

0566-21-2

450 
中核 ＤＭＡＴ指定 双葉グランド 1.0 

(略)       

西尾市民病院 
西尾市熊味

町上泡原6 

0563-56-3

171 
地域 ＤＭＡＴ指定 

西尾市立看護専

門学校グランド 
0.2 

 

刈谷豊田総合

病院 

刈谷市住吉

町5-15 

0566-21-

2450 
中核 ＤＭＡＴ指定 双葉グラウンド 1.0 

(略)       

西尾市民病院 
西尾市熊味

町上泡原6 

0563-56-

3171 
地域 ＤＭＡＴ指定 

西尾市立看護専

門学校グラウンド 
0.2 

 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

（情報の更新

等） 

67 資料１０ ライフライン関係 資料１０ ライフライン関係  

67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１０－１ 応急給水用資機材 

名    称 仕          様 数量 保管場所 

(略) 
(略) (略) (略) 

(略) (略) (略) 

緊急用給水タンク 

(車両積載型) 

(略) (略) (略) 

(略) (略) (略) 

容量４ｍ3（ステンレス製） １基 第２配水場 

(追加) (追加) (追加) 

(略) (略) (略) (略) 

(追加) (追加) (追加) (追加) 

応急給水袋 容積６リットル（背負式） 15,525袋 
第２配水場（15,000袋） 

栗山防災倉庫（525袋） 

臨時給水栓 蛇口４口 47個 
第２配水場（22個） 

栗山防災倉庫（25個） 

残塩計 
デジタル残塩計 

比色残塩計 
４台 

第２配水場 

デジタル残塩計（２台） 

比色残塩計（１台） 

水道課 

比色残塩計（１台） 

(略) (略) (略) (略) 
 

資料１０－１ 応急給水用資機材 

名    称 仕          様 数量 保管場所 

(略) 
(略) (略) (略) 

(略) (略) (略) 

緊急用給水タンク 

(車両積載型) 

(略) (略) (略) 

(略) (略) (略) 

容量４ｍ3（ステンレス製） １基 第２配水場 

容量1.5ｍ3（ステンレス製） 7基 第２配水場 

(略) (略) (略) (略) 

応急給水用 

エンジンポンプ 

ポンプ形式：CEP-50X、呼び

径50 

吐出量：430L/分 

7台 第2配水場 

応急給水コンテナ 組立式 容量：1㎥ 14基 第2配水場 

非常用飲料水袋 容積６リットル（背負式） 18,525袋 
第２配水場（18,000袋） 

栗山防災倉庫（525袋） 

臨時給水栓 蛇口４口 47基 
第２配水場（22基） 

栗山防災倉庫（25基） 

残塩計 
デジタル残塩計 

比色残塩計 
５台 

第２配水場 

デジタル残塩計（３台） 

比色残塩計（１台） 

水道課 

比色残塩計（１台） 

(略) (略) (略) (略) 
 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

（情報の更新

等） 
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71 資料１２ 条例・災害協定等 資料１２ 条例・災害協定等  

74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１２－４ 災害救助法適用基準及び災害救助法施行細則 

（略） 
２ 災害救助法施行細則（一部抜粋） 

（略） 

第５条 令第九条の救助の程度、方法及び期間は、別表第一のとおりとする。ただし、知

事は、これによることができない特別の事情があると認めるときは、その都度厚生労働

大臣に協議し、これを超えて救助を実施するものとする。 

 

（略） 
第６条 規則第一条の公用令書、公用変更令書及び公用取消令書（以下次条及び第８条に

おいて「公用令書等」という。）は、次の各号に掲げる様式による。 

（略） 

第１５条 法第２４条第５項の規定による実費弁償の程度は、別表第２のとおりとする。 

（略） 

第１７条 法第２７条第４項の身分を示す証票は、様式第１３による。 

（略） 

第１８条 

２ 前項の扶助金支給申請書には、規則第６条第２項各号の書類のほか、次の各号に掲げ

る書類を添えなければならない。 

１ 療養扶助金を除く各扶助金の支給申請書については、令第１４条第２項の支給基礎額

の認定に必要な書類 

（略） 

第１９条 令第１４条第２項第２号及び第３号の扶助金の支給基礎額は、別表第３のとお

りとする。 

 

別表第１（第５条関係） 

救助の程度及び方法 救助の期

間 救助の種類等 救助の対象及び方法 費用の種類及び限度額 

避難

所及

び応

急仮

設住

宅の

避難所 １ 避難所に、災害のため

現に損害を受け、又は受

けるおそれのある者に供

与するものとする。 

２ 避難所の供与は、原則

として学校、公民館等の

避難所設置のため支出する費用は、避難所

の設置、維持及び管理のための賃金職員等雇

上費、消耗器材費、建物の使用謝金、器物の

使用謝金、借上費又は購入費、光熱水費並び

に仮設炊事場、仮設便所等の設置費とし、次

の額の範囲内とする。 

避難所

を開設す

る期間は、

災害発生

の日から

７日以内

資料１２－４ 災害救助法適用基準及び災害救助法施行細則 

（略） 
２ 災害救助法施行細則（一部抜粋） 

（略） 

第５条 令第３条の救助の程度、方法及び期間は、災害救助法による救助の程度、方法及

び期間並びに実費弁償の基準（平成２５年内閣府告示第２２８号）に定めるところによ

る。ただし、知事は、これによることができない特別の事情があると認めるときは、そ

の都度内閣総理大臣に協議し、これを超えて救助を実施するものとする。 

（略） 

第６条 規則第１条の公用令書、公用変更令書及び公用取消令書（以下次条及び第８条に

おいて「公用令書等」という。）は、次の各号に掲げる様式による。 

（略） 
第１５条 法第７条第５項の規定による実費弁償の程度は、別表第１のとおりとする。 

（略） 

第１７条 法第１０条第３項において準用する法第６条第４項の身分を示す証票は、様式

第１３による。 

（略） 

第１８条 

２ 前項の扶助金支給申請書には、規則第６条第２項各号の書類のほか、次の各号に掲げ

る書類を添えなければならない。 

１ 療養扶助金を除く各扶助金の支給申請書については、令第８条第２項の支給基礎額

の認定に必要な書類 

（略） 

第１９条 令第８条第２項第２号及び第３号の扶助金の支給基礎額は、別表第２のとおり

とする。 

 

(削除) 

 

 

 

 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 
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供与 

  

既存建物を利用して行う

ものとするが、これらの

適当な建物を得ることが

できない場合には、野外

に仮小屋を設置し、又は

天幕を設営して行うもの

とする。 

(1) 基本額 

１人１日当たり 320円 

(2) 加算額 

ア 高齢者、障害者等（以下「高齢者等」

という。）であつて、避難所での生活

において特別な配慮を必要とするも

のに供与する施設を設置する場合 

高齢者等への特別な配慮のために必

要な当該地域における通常の実費 

イ 冬季（10月から3月まで）の場合 

別に定める額 

とする。 

応急仮

設住宅 

１ 応急仮設住宅は、住家

が全壊し、全焼し又は流

失し、居住する住家のな

い者であつて、自らの資

力では住宅を得ることが

できないものに供与する

ものとする。 

２ 応急仮設住宅は、災害

発生の日から二十日以内

に着工し、速やかに設置

するものとする。 

３ 老人居宅介護等事業等

を利用しやすい構造及び

設備を有し、高齢者等で

あつて、日常の生活上特

別な配慮を要する複数の

ものに供与する施設を応

急仮設住宅として設置す

ることがある。 

４ 応急仮設住宅の設置に

代えて、賃貸住宅の居室

の借上げを実施し、これ

を供与することがある。 

１ 応急仮設住宅の1戸当たりの規模は、

29.7平方メートルを基準とし、その設置

のため支出する費用は、原材料費、労務費、

附帯工事費、輸送費、事務費等すべての経

費を含み2,621,000円以内とする。 

２ 応急仮設住宅を同一敷地内又は近接す

る地域内におおむね50戸以上設置する場

合において、居住者の集会等に利用するた

めの施設を設置するときは、当該施設の１

施設当たりの規模及びその設置のため支

出する費用は、１にかかわらず別に定め

る。 

 応急仮

設住宅を

供与する

期間は、完

成の日か

ら建築基

準法（昭和

２５年法

律第２０

１号）第８

５条第３

項又は第

４項の規

定による

期限内と

する。 

炊出

しそ

の他

によ

る食

品の

給与

及び

飲料

水の

供給 

  

炊出し

その他

による

食品の

給与 

１ 炊出しその他による食

品の給与は、避難所に避

難している者、住家が損

害を受けて炊事のできな

い者及び住家が損害を受

けて一時縁故地等ヘ避難

する必要のある者に対し

て行うものとする。 

２ 炊出しその他による食

品の給与は、被災者が直

ちに食べることのできる

現物によるものとする。 

炊出しその他による食品の給与のため支

出する費用は、主食費、副食費、燃料費、機

械、器具及び備品の使用謝金又は借上費、消

耗器材費並びに雑費並びに握り飯、調理済み

食品、パン、弁当等の購入費とし、１人１日

当たり1,080円以内とする。 

炊出し

その他に

よる食品

の給与を

実施する

期間は、災

害発生の

日から７

日以内と

する。ただ

し、被災者

が一時縁

故地等ヘ

(削除) 
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避難する

場合には、

この期間

内に３日

分以内を

現物によ

り支給す

ることが

ある。 

飲料水

の供給 

飲料水の供給は、災害の

ため現に飲料水を得ること

ができない者に対して行う

ものとする。 

飲料水の供給のため支出する費用は、水の

購入費並びに給水及び浄水に必要な機械及

び器具の借上費、修繕費及び燃料費並びに薬

品費及び資材費とし、当該地域における通常

の実費とする。 

飲料水

の供給を

実施する

期間は、災

害発生の

日から７

日以内と

する。 

被服、寝具その

他生活必需品の

給与又は貸与 

１ 被服、寝具その他生活

必需品の給与又は貸与

は、住家の全壊、全焼、

流失、半壊、半焼若しく

は床上浸水（土砂のたい

積等により一時的に居住

することができない状態

となつたものを含む。）

又は船舶の遭難等によ

り、生活上必要な被服、

寝具その他日用品等を喪

失し、又はき損し、直ち

に日常生活を営むことが

困難な者に対して行うも

のとする。 

２ 被服、寝具その他生活

必需品の給与又は貸与

は、被害の実情に応じ、

次の品目の範囲内におい

て現物をもつて行うもの

とする。 

(1) 被服、寝具及び身の

回り    品 

(2) 日用品 

(3) 炊事用具及び食器 

(4) 光熱材料 

 

 

 

 

 

 

 

被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸

与のため支出する費用は、季別及び世帯区分

により１世帯当たり次の額の範囲内とする。 

なお、季別は、災害発生の日をもつて決定

する。 

(1) 住家の全壊、全焼又は流失により損害を

受けた世帯 

季別 

世帯区分 

夏季 

（４月から

９月まで） 

冬季 

（10月から

３月まで） 

１人世帯 18,300円 30,200円 

２人世帯 23,500円 39,200円 

３人世帯 34,600円 54,600円 

４人世帯 41,500円 63,800円 

５人世帯 52,600円 80,300円 

６人世帯

以上 

52,600円に、

世帯人員が５

人を超えて１

人を増すごと

に7,700円を

加算した額 

80,300円に、

世帯人員が５

人を超えて１

人を増すごと

に11,000円を

加算した額 
  

被服、寝

具その他

生活必需

品の給与

又は貸与

は、災害発

生の日か

ら１０日

以内に完

了するも

のとする。 

  

  

  

  

  

(2) 住家の半壊、半焼又は床上浸水（土砂の

たい積等により一時的に居住すること

ができない状態となつたものを含む。）

により損害を受けた世帯 

季別 

世帯区分 

夏季 

（４月から

９月まで） 

冬季 

（10月から

３月まで） 

１人世帯 6,000円 9,700円 

２人世帯 8,000円 12,600円 

(削除) 
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３人世帯 12,000円 17,900円 

４人世帯 14,600円 21,200円 

５人世帯 18,500円 26,800円 

６人世帯

以上 

18,500円に、

世帯人員が５

人を超えて１

人を増すごと

に2,600円を

加算した額 

26,800円に、

世帯人員が５

人を超えて１

人を増すごと

に3,500円を

加算した額 
  

  (3) 船舶の遭難等により損害を受けた世帯 

その都度厚生労働大臣に協議して決定

する額 

 

医療

及び

助産 

  

医療 １ 医療は、災害のため医

療のみちを失つた者に対

して、応急的に処置する

ものとする。 

２ 医療は、救護班によつ

て行うものとする。ただ

し、急迫した事情があり、

やむを得ない場合には、

病院又は診療所（あん摩

マツサージ指圧師、はり

師、きゆう師等に関する

法律（昭和２２年法律第

２１７号）に規定するあ

ん摩マツサージ指圧師、

はり師及びきゆう師並び

に柔道整復師法（昭和４

５年法律第１９号）に規

定する柔道整復師（以下

「施術者」という。）を

含む。）において医療（施

術者が行うことのできる

範囲の施術を含む。）を

行うものとする。 

３ 医療は、次の範囲内に

おいて行うものとする。 

(1) 診察 

(2) 薬剤及び治療材料の支給 

(3) 処置、手術その他の

治療及び施術 

(4) 病院又は診療所への収容 

(5) 看護 

医療のため支出する費用は、次の額の範囲

内とする。 

(1) 救護班による場合 

使用した薬剤及び治療材料並びに破損し

た医療器具の修繕等の実費 

(2) 病院又は診療所による場合 

国民健康保険の診療報酬の額 

(3) 施術者による場合 

協定料金の額 

医療を

実施する

期間は、災

害発生の

日から 

１４日以

内とする。 

助産 １ 助産は、災害発生の日

以前又は以後７日以内に

分べんした者であつて、

 助産のため支出する費用は、次の額の範囲

内とする。 

助産を

実施する

期間は、分

(削除) 
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災害のため助産のみちを

失つたものに対して行う

ものとする。 

２ 助産は、次の範囲内に

おいて行うものとする。 

(1) 分べんの介助 

(2) 分べん前及び分べ

ん後の処置 

(3) 脱脂綿、ガーゼその

他の衛生材料の支給 

(1) 救護班等による場合 

使用した衛生材料等の実費 

(2) 助産師による場合 

慣行料金の８割に相当する額 

べんした

日から７

日以内と

する。 

災害者の救出 災害にかかつた者の救出

は、災害のため現に生命又

は身体が危険な状態にある

者及び災害のため生死不明

の状態にある者に対して捜

索を行い、救出をするもの

とする。 

災害にかかつた者の救出のため支出する

費用は、舟艇その他救出に必要な機械、器具

等の借上費又は購入費、修繕費、燃料費等と

し、当該地域における通常の実費とする。 

 災害に

かかつた

者の救出

を実施す

る期間は、

災害発生

の日から 

３日以内

とする。 

被災した住宅の

応急修理 

１ 災害にかかつた住宅の

応急修理は、災害のため

住家が半壊し、又は半焼

し、自らの資力では応急

修理をすることができな

い者及び災害のため大規

模な補修を行わなければ

居住することが困難であ

る程度に住家が半壊した

者に対して行うものとす

る。 

２ 災害にかかつた住宅の

応急修理は、居室、炊事

場、便所等日常生活に必

要な最小限度の部分に対

し、現物をもつて行うも

のとする。 

被災した住宅の応急修理のため支出する

費用は、原材料費、労務費、輸送費、事務費

等すべての経費を含み、１世帯当たり

567,000円以内とする。 

 災害に

かかつた

住宅の応

急修理は、

災害発生

の日から 

１月以内

に完了す

るものと

する。 

生業に必要な資

金の貸与 

生業に必要な資金の貸与

は、住家が全壊し、全焼し、

又は流失し、災害のため生

業の手段を失つた世帯の世

帯員であつて、具体的な事

業計画を持ち、成業の見込

みが確実であつて、かつ、

償還能力のあるものに対し

て行うものとする。 

生業に必要な資金は、生業を営むために必

要な機械、器具、資材等の購入費に充てるも

のとし、その貸与額は、１件（１世帯）当り

生業費については 30,000 円以内、就職支度

費については 15,000 円以内とする。なお、

貸与の条件は、次のとおりとする。 

(1) 貸与期間 

２年以内 

 生業に

必要な資

金の貸与

は、災害発

生の日か

ら１月以

内に完了

するもの

とする。 

(削除) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 
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(2) 利子 

無利子 

(3) 担保 

連帯保証人１人 

学用品の給与 １ 学用品の給与は、住家

の全壊、全焼、流失、半

壊、半焼又は床上浸水（土

砂のたい積等により一時

的に居住することができ

ない状態となつたものを

含む。）により、学用品

を喪失し、又は損傷し、

就学上支障のある小学校

児童（特別支援学校の小

学部の児童を含む。以下

同じ。）、中学校生徒（中

等教育学校の前期課程及

び特別支援学校の中学部

の生徒を含む。以下同

じ。）及び高等学校等生

徒（高等学校（定時制の

課程及び通信制の課程を

含む。）、中等教育学校

の後期課程（定時制の課

程及び通信制の課程を含

む。）、特別支援学校の

高等部、高等専門学校、

専修学校及び各種学校の

生徒をいう。以下同じ。）

に対して行うものとす

る。 

 

２ 学用品の給与は、被害

の実情に応じ、次の品目

の範囲内において現物を

もつて行うものとする。 

(1) 教科書（小学校児童

及び中学校生徒に対し

て給与する場合にあつ

ては教科書の発行に関

する臨時措置法（昭和二

十三年法律第百三十二

号）第二条第一項に規定

する教科書及び教科書

 学用品の給与のため支出する費用は、次の

額の範囲内とする。 

(1) 教科書代 

教科書の実費 

(2) 文房具費及び通学用品費 

小学校児童１人当たり 4,200円 

中学校生徒１人当たり 4,500円 

高等学校等生徒１人当たり 4,900円 

学用品

の給与は、

災害発生

の日から

教科書に

ついては 

１月以内、

文房具及

び通学用

品につい

ては１５

日以内に

完了する

ものとす

る。 

(削除) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

（情報の更新

等） 
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以外の教材であつて、教

育委員会に届け出、又は

その承認を受けて使用

するものをいい、高等学

校等生徒に対して給与

する場合にあつては正

規の授業で使用する教

材をいう。以下同じ。） 

(2) 文房具 

(3) 通学用品 

埋葬 

  

１ 埋葬は、災害の際死亡

した者について、死体の

応急的な処理程度のもの

を行うものとする。 

２ 埋葬は、次の範囲内に

おいて、原則として現物

をもつて実際に埋葬を行

う者に対し、給付するも

のとする。 

(1) 棺（附属品を含む。）又

は棺材 

(2) 火葬又は土葬 

(3) 骨つぼ及び骨箱 

埋葬のため支出する費用は、輸送費及び賃

金職員等雇上費を含み、次の額の範囲内とす

る。 

満１２歳以上の者 １体当たり208,700

円 

満１２歳未満の者 １体当たり167,000

円 

埋葬は、

災害発生

の日から

１０日以

内に完了

するもの

とする。 

死体の捜索 死体の捜索は、災害のた

め現に行方不明の状態にあ

り、かつ、周囲の事情によ

り既に死亡していると推定

される者に対して行うもの

とする。 

 死体の捜索のため支出する費用は、舟艇そ

の他捜索に必要な機械、器具等の借上費又は

購入費、修繕費、燃料費等とし、当該地域に

おける通常の実費とする。 

死体の

捜索は、災

害発生の

日から１

０日以内

に完了す

るものと

する。 

死体の処理 １ 死体の処理は、災害の

際死亡した者について、

死体に関する処理（埋葬

を除く。）を行うものと

する。 

２ 死体の処理は、次の範

囲内において行うものと

する。なお、検案は、原

則として救護班により行

死体の処理のため支出する費用は、次の額

の範囲内とする。 

(1) 死体の洗浄､縫合､消毒等の処置のため

の費用 

１体当たり3,400円 

(2) 死体の一時保存のための費用 

次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定

める額（ドライアイスの購入等が必要な

死体の

処理は、災

害発生の

日から１

０日以内

に完了す

るものと

する。 

(削除) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 
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うものとする。 

(1) 死体の洗浄、縫合、

消毒等の処置 

(2) 死体の一時保存 

(3) 検案 

場合にあつては、その購入費等として当

該地域における通常の実費を加算した

額） 

ア 既存建物を利用する場合 

施設の借上費として当該地域におけ

る通常の実費 

イ 既存建物を利用することができない

場合 

１体当たり 5,300 円（輸送費及び賃

金職員等雇上費を含む。） 

(3) 検案のための費用 

救護班により行うことができない場合に

は、当該地域における慣行料金の額 

障害物の除去 障害物の除去は、災害に

よつて土石、竹木等が居室、

炊事場、便所等日常生活に

欠くことのできない部分又

は玄関等に運び込まれてい

るため一時的に居住するこ

とができない状態にあり、

かつ、自らの資力では除去

することができない者に対

して行うものとする。 

障害物の除去のため支出する費用は、ロー

プ、スコップその他除去に必要な機械、器具

等の借上費又は購入費、輸送費、賃金職員等

雇上費等とし、１世帯当たり134,300円以内

とする。 

障害物

の除去は、

災害発生

の日から

１０日以

内に完了

するもの

とする。 

応急救助のため

の輸送費及び賃

金職員等雇上費

の支出 

 応急救助のための輸送費

及び賃金職員等雇上費を支

出する場合は、次のとおり

とする。 

(1) 被災者の避難の場合 

(2) 救済用物資の整理及び

配分の場合 

(3) 飲料水の供給の場合 

(4) 医療及び助産の場合 

(5) 災害にかかつた者の救

出の場合 

(6) 死体の捜索の場合 

(7) 死体の処理の場合 

応急救助のため支出する輸送費及び賃金

職員等雇上費は、当該地域における通常の実

費とする。 

応急救

助のため

の輸送及

び賃金職

員等の雇

用を実施

する期間

は、当該救

助の実施

期間とす

る。 

 

(削除) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 
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76 別表第2(第15条関係） 

１ 令第１０条第１号から第４号までに規定する者 

（略） 

２ 令第１０条第５号から第１０号までに規定する者 

 

別表第１(第15条関係) 

１ 令第４条第１号から第４号までに規定する者 

（略） 

２ 令第四条第五号から第十号までに規定する者 

 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

（情報の更新

等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第3（第19条関係） 

対象者 扶助金の支給基礎額 

法第２４条の規定により

救助に関する業務に従事

した者のうち、労働基準法

（昭和２２年法律第４９号）

に規定する労働者でない

者 

事故発生の年の前１年間におけるその者の所得（当該事業又は

当該業務に伴う所得以外の所得及び退職金等の臨時所得を除く。

以下同じ。）の額を３６５で除して得た額（以下「基準収入額」とい

う。）に相当する額。ただし、その者の基準収入額が、その地方で、

同種同規模の事業を営み、又は同様の業務に従事する者の前１年

間における所得の額の平均額を３６５で除して得た額（以下「標準収

入額」という。）を超えるときは、原則として、標準収入額に相当する

額とする。 

法第２５条の規定により

救助に関する業務に協力

した者（以下「協力者」とい

う。）  

 

１ 8,800円。ただし、この額が、その者の基準収入額を下回るとき

は、原則として、基準収入額に相当する額とするが、最高額は、

14,200円とする。 

２ 次の各号のいずれかに該当する者で、事故の発生した日にお

いて、他に生計のみちがなく主として協力者の扶養を受けてい

たものを扶養親族とし、扶養親族のある協力者については、前項

の金額に、第１号に該当する扶養親族については 433円を、第２

号から第５号までのいずれかに該当する扶養親族については１

人につき217円（協力者に配偶者がない場合にあつては、そのう

ち１人については 367円）を、それぞれ加算して得た額 

(1) 配偶者 

(2) 満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子

及び孫 

(3) 満６０歳以上の父母及び祖父母 

(4) 満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある弟

妹 

別表第2（第19条関係） 

対象者 扶助金の支給基礎額 

法第７条の規定により救

助に関する業務に従事し

た者のうち、労働基準法

（昭和２２年法律第４９号）

に規定する労働者でない

者 

事故発生の年の前１年間におけるその者の所得（当該事業又は

当該業務に伴う所得以外の所得及び退職金等の臨時所得を除く。

以下同じ。）の額を３６５で除して得た額（以下「基準収入額」とい

う。）に相当する額。ただし、その者の基準収入額が、その地方で、

同種同規模の事業を営み、又は同様の業務に従事する者の前一

年間における所得の額の平均額を３６５で除して得た額（以下「標準

収入額」という。）を超えるときは、原則として、標準収入額に相当す

る額とする。 

法第８条の規定により救

助に関する業務に協力し

た者 

 

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行

令（昭和２７年政令第４２９号）第５条に規定する給付基礎額の例に

よる額 

 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

（情報の更新

等） 
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76 

 

 

(5) 身体又は精神に著しい障害がある者で終身労務に服するこ

とができないもの 

３ 扶養親族たる子のうちに満１５歳に達する日後の最初の４月１日

から満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間（以下

「特定期間」という。）にある子がいる場合にあつては、前項の規

定にかかわらず、167円に特定期間にある当該扶養親族たる子

の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額 
 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

（情報の更新

等） 

 

128 

 

 

129 

 

 

資料１２－３７ 災害時等における要配慮者に対する社会福祉施設等の使用

に関する協定書 

(略) 
災害時等における要配慮者に対する社会福祉施設等の使用に関する協定締結者一覧 

 
№ 協定締結者 社会福祉施設名 施設住所及び受入場所 協定締結日 

(略) 

７ 

碧南市鷲林町4丁目

109番地1 

社会福祉法人愛生

館福祉会 

理事長 小林 清彦 

碧南市養護老人ホー

ム 

住所：碧南市鷲林町4-109-1 

受入場所：集会所・食堂(1F) 
平成26年3月28日 

(追加) 

 

資料１２－３７ 災害時等における要配慮者に対する社会福祉施設等の使用

に関する協定書 

(略) 
災害時等における要配慮者に対する社会福祉施設等の使用に関する協定締結者一覧 

 
№ 協定締結者 社会福祉施設名 施設住所及び受入場所 協定締結日 

(略) 

７ 

碧南市鷲林町4丁目

109番地1 

社会福祉法人愛生

館福祉会 

理事長 小林 清彦 

碧南市養護老人ホー

ム 

住所：碧南市鷲林町4-109-1 

受入場所：集会所・食堂(1F) 
平成26年3月28日 

8 

碧南市向陽町4丁目

31番地 

医療法人十喜会 

理事長 加藤 丈博 

デイサービス中山 
住所：碧南市中山町6－10 

受入場所：大ホール（1F） 
令和2年7月10日 

 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

（情報の更新

等） 

 

167 

 

 

 

 

 

 

 

 

(追加) 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１２－５８  災害時における家屋被害認定業務に関する協定書 

 

災害時における家屋被害認定業務に関する協定書 

 

碧南市（以下「甲」という。）と公益社団法人愛知県建築士事務所協会、公

益社団法人愛知建築士会、愛知県土地家屋調査士会及び公益社団法人愛知県

不動産鑑定士協会（以下「乙」という。）は、災害時における家屋被害認定業

務の迅速かつ円滑な実施に向けて、愛知県と乙が締結した「災害時における

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

（情報の更新

等） 
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(追加) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家屋被害認定業務に関する基本協定書」第３条に基づき、次のとおり協定を

締結する。 

 

（被害認定業務への協力） 

第１条 甲は、甲の地域において災害対策基本法（昭和36年法律第 223号）

第２条第１号に定める災害（以下「災害」という。）が発生した場合に実

施する家屋の被害認定業務（以下「業務」という。）について、乙の協力

が必要と認めるときは、愛知県又は乙に対して応援を要請することができ

る。 

２ 乙は、愛知県又は甲から応援要請があった場合には、乙の会員を甲に派

遣し、甲が実施する業務に協力する。 

 

（業務の内容） 

第２条 第１条第２項の規定により乙が行う業務の内容は、次に掲げるもの

とする。 

（１）災害に係る住家の被害認定基準（平成１３年６月２８日府政防第５１

８号内閣府政策統括官（防災担当）通知）及び内閣府の定める運用指針

に基づき、甲の職員と連携して被害認定調査を行うこと。または調査の

補助及び助言を行うこと。 

（２）その他、甲と乙との間で個別に協議の上決定した業務を行うこと。 

 

（応援要請等の手続） 

第３条 甲が愛知県又は乙に応援要請するときは、書面（様式第１号）によ

るものとする。ただし、緊急の場合は、口頭で要請し、その後速やかに書

面を送付するものとする。 

 

（費用の負担） 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

（情報の更新

等） 
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(追加) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４条 甲は、第２条に規定する業務を行ったことにより発生した乙の人件

費、交通費等の費用を負担する。 

甲が負担する費用の額は、別記「費用負担額積算基準」のとおりとする。

ただし、特段の事情等により、甲乙双方の合意に基づく場合はこの限りで

ない。 

 

（秘密の保持） 

第５条 乙及び乙の会員は、業務により知り得た甲の秘密や被害認定調査対

象者の個人情報等の秘密を第三者に漏らしてはならない。業務終了後も、

また同様とする。 

 

（従事者の災害補償） 

第６条 乙は、業務に従事した乙の会員が当該業務により負傷し、疾病にか

かり、又は死亡した場合は、乙が別途加入する災害補償保険等により対応

する。 

 

（定めのない事項等の処理） 

第７条 この協定に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、法令

（甲の条例、規則等を含む。）に定めるもののほか、甲、乙協議の上処理

するものとする。 

 

（有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定の成立した日から令和３年３月３１日

までとする。ただし、協定期間満了日の前までにこの協定の解除又は変更

について、甲と乙のいずれからも何ら意思表示がないときは、さらに１年

間延長されたものとみなし、以後この例による。 

 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

（情報の更新

等） 
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169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(追加) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この協定の成立を証するため本書５通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、

各自１通を保有する。 

 

令和２年 ５月 ２９日 

 

甲  碧南市松本町２８番地 

碧南市長  禰 冝 田 政 信 

 

乙  名古屋市中区錦一丁目１８番２４号 

公益社団法人愛知県建築士事務所協会 

会   長  松 岡 由 紀 夫 

                  

名古屋市中区栄二丁目１０番１９号 

公益社団法人愛知建築士会 

会   長  柳 澤 講 次 

                  

  名古屋市西区新道一丁目２番２５号 

愛知県土地家屋調査士会 

会   長  伊 藤 直 樹 

                 

  名古屋市中区栄四丁目３番２６号 

公益社団法人愛知県不動産鑑定士協会 

会   長  安 田 商 基 

              

 

 

 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

（情報の更新

等） 
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171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(追加) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記「費用負担額積算基準」（第４条関係） 

 甲が負担する費用については、以下の積算基準により決定する。 

 

（積算基準） 

費用負担額＝（派遣人員数×派遣日数）×業務従事単価※（交通費及び事

務的経費等を含む） 

 

 ※業務従事単価は、被害認定業務の専門性等の性質を踏まえ、国土交通省

が毎年定める設計業務委託等技術者単価のうち、「測量補助員」の基準日額

とする。 

 
 様式第１号（第３条関係）          

         第    号  

           年  月  日  

               

  愛 知 県 知 事 殿          

  （ 団体名 会長 殿 ）          

                                 市 町 村 長   氏 名  

               

 災害時における家屋被害認定業務の応援要請について  

               

 
  災害時における家屋被害認定業務に関する基本協定書第４条第１項（災害時における 

家屋被害認定業務に関する協定書第３条）の規定により、下記のとおり要請します。 
 

 記  

               

   １ 災害の状況及び応援を要する事由        

  
 

  

   ２ 必要な人員等の内容          

  従事人数 従事期間 業務内容等    

  人 
期間 （自）  月  日 

   （至）  月  日 
     

  人 
期間 （自）  月  日 

   （至）  月  日 
    

  （適宜行を追加すること）         

               

  ３ 口頭による要請をした場合の日付        

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

（情報の更新

等） 
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171 

 

(追加) 

 

 

 

      年   月   日         

               

  ４ その他必要な事項          

               

               

  ５ 要請担当者            

  （職名）            

  （氏名）            

  （電話番号）           

  （FAX）            

  （E-mail）            
 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

（情報の更新

等） 

 

 

172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(追加) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 １２－５９ 災害時における要介護高齢者の安否確認等に関する協定書 

 

災害時における要介護高齢者の安否確認等に関する協定書 

 

 碧南市（以下「市」という。）と碧南市介護サービス機関連絡協議会（以下

「協議会」という。）は、災害時における要介護高齢者の安否確認等に関し、

次のとおり協定を締結する。 

 （目的） 

第１条 この協定は、碧南市内（以下「市内」という。）で災害が発生した場

合に、市が協議会の協力を得て行う市内の居宅介護サービス利用者の安否

の確認及び居宅介護サービスの提供等を円滑に実施するために必要な事

項を定めることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。 

(1) 災害 市内における震度５弱以上の地震及び市が市内において甚大

な影響を受けたと判断した自然現象等を原因とする被害をいう。 

(2) 要介護高齢者 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１９条に

規定する要介護認定又は要支援認定を受けている者をいう。 

 （協力） 

第３条 協議会は、災害が発生したときは、本協定の目的に賛同する協議会

に加入する各事業者（以下「事業者」という。）が、当該事業者の業務に支

障のない範囲で市内の居宅介護サービス利用者の安否の確認、居宅介護サ

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

（情報の更新

等） 
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173 

 

 

 

 

 

(追加) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ービスの提供等を実施するため、市に協力するものとする。 

 （安否の確認等） 

第４条 協議会は、災害が発生したときは、事業者に当該事業所の居宅介護

サービスを利用する市内に住所を有する要介護高齢者（以下「利用者」と

いう。）の安否を確認させるものとする。 

２ 協議会は、事業者が前項に規定する安否確認をしたときは、その結果に

ついて、当該事業者をして市に報告させるものとする。 

３ 前項の規定による報告は、別記の事項を記載した書類を市が市内に設置

する地域包括支援センター（介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１

１５条の４６第１項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。）

に提出（電子メール又はファクシミリによる送信を含む。）することにより

行うものとする。 

４ 協議会は、災害が発生したときは、事業者に、利用者の避難所への避難

誘導（救出オ及び救助を含む。）をさせるものとする。 

 （サービス提供） 

第５条 市は、前条第２項の規定により報告された内容を取りまとめ、事業

者に対して安否確認結果等の情報提供を行うこととする。 

２ 協議会は、前項の規定により市から提供された情報をもとに事業者に居

宅介護支援、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーショ

ンその他の居宅介護サービスを速やかに提供させるものとする。 

３ 協議会は、市から要請があったときは、事業者に、市が開設する福祉避

難所における居宅介護サービスの提供に協力させるものとする。 

 （事業者一覧） 

第６条 協議会は、事業者の一覧を作成し、市に提出するものとする。 

２ 協議会は、前項の一覧に変更が生じたときは、速やかに、市に届け出る

ものとする。 

 （費用負担） 

第７条 市と協議会が協議の上、事業者が実施する第５条に規定する居宅介

護サービスに要した経費（介護保険法第１８条に規定する保険給付の対象

となるサービスを除く。）は市が負担する。 

 （災害情報連絡体制の整備） 

第８条 市及び協議会は、災害に関する情報の連絡体制を整備するため、当

該整備に関する方策について協議し、別途、定めるものとする。 

 （情報の交換） 

第９条 市及び協議会は、相互の防災計画の状況及び協力要請事項に関し、

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

（情報の更新

等） 
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(追加) 

 

 

 

必要に応じて情報の交換を行う。 

 （守秘義務等） 

第１０条 協議会は、第４条に規定する安否確認等及び第５条に規定するサ

ービス提供により知り得た個人情報を、市及び事業者以外の者に漏らして

はならない。この協定の満了後についても、また同様とする。 

２ 協議会は、前項に規定する個人情報を市の指示する目的以外に、使用し、

及び第三者（事業者を除く。）に提供してはならない。 

３ 協議会は、事業者に対して、前２項の規定に順じた取扱いをさせなけれ

ばならない。 

 （協議） 

第１１条 この協定書に定めのない事項及びこの協定書に関し疑義が生じたと

きは、市及び協議会が誠意をもって協議し、決定する。 

 （期間） 

第１２条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和３年３月３１日まで

とする。ただし、期間満了の３か月前までに、市又は協議会からの書面に

よる解約の申出がないときは、本協定は更に１年間更新されるものとし、

以後も同様とする。 

 

上記の協定の証として、本書２通を作成し、市、協議会記名押印の上、それ

ぞれ１通を保有する。 

 

 令和２年６月２５日 

 

  （協議会）       愛知県碧南市松本町２８番地 

              碧南市介護サービス機関連絡協議会 

              会  長   齋  藤   健 

 

（市）         愛知県碧南市松本町２８番地 

            碧南市長   禰 冝 田 政 信 

 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

（情報の更新

等） 

 

 

174 

 

 

(追加) 

 

 

資料１２－６０ 災害時における段ボール製品等の供給に関する協定書 

 

 碧南市（以下「甲」という。）と愛知県紙器段ボール箱工業組合（以下「乙」とい

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 
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(追加) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

う。）は、災害時における段ボール製品等（以下「物資」という。）の供給に係る協力

に関し、次のとおり協定を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、碧南市内において、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３

号）第２条第１号に規定する災害が発生又は発生するおそれがある場合（以下「災

害時」という。）において、避難所の設営等に必要な物資の供給に係る協力に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

 （物資の種類） 

第２条 物資の種類は、次に掲げるものとする。 

（１） 段ボールシート及び段ボール箱 

（２） プラスチック段ボールシート及びプラスチック段ボール箱 

（３） 段ボールパーテーション 

（４） 段ボールベット 

（５） 段ボール簡易トイレ及びプラスチック段ボール簡易トイレ 

 （要請） 

第３条 甲による要請は、救援物資供給要請書（様式第１号）により行うものとする。

ただし、要請書により要請することが困難な場合は、電話等により要請し、その後

速やかに要請書を送付するものとする。 

２ 乙は、甲からの要請を受けた時は、可能な範囲内で物資の優先供給に協力するも

のとし、対応できない場合は、速やかにその旨を連絡するものとする。 

 （物資の供給等） 

第４条 乙は、甲の指定する場所に物資を搬送し納品するものとする。ただし乙が被

災し、物資の搬送が困難な場合については、両者で協議の上、最良の搬送方法を決

定し、その際に、甲は職員をもって要請に係る物資を確認させ、受け取るものとす

る。 

２ 乙は、搬送終了後、速やかに救援物資供給完了報告書（様式第２号）により甲に

報告するものとする。 

（経費の負担） 

第５条 甲は、乙に対し、前条の規定により納品された物資の費用及び搬送に要する

費用について負担するものとする。 

２ 前項に掲げる経費の算出については、災害時の直近の価格を基準とし、甲乙協議

のうえ定めるものとする。 

 （経費の支払） 

第６条 乙は、要請業務実績を集計し、前条の経費について、甲に一括して請求する

ものとする。甲が請求書を受け取ったときは、その内容を確認し、速やかに費用を

（情報の更新

等） 
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174 

 

 

 

 

175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(追加) 

 

 

 

乙に支払うものとする。 

 （平常時の協力） 

第７条 平常時においても、甲が防災訓練等を実施するにあたり、乙の協力を要請し

た場合、乙は業務に支障をきたさない範囲で協力するものとする。 

 （連絡責任者） 

第８条 乙は、あらかじめこの協定に関する連絡責任者を選任し、その氏名、連絡方

法等を甲に報告するものとする。連絡責任者を変更した場合も同様とする。 

２ 甲及び乙は、緊急時の連絡体制、連絡方法等について別に協議のうえ定める。 

（有効期間） 

第９条 この協定書の有効期間は締結の日から１年間とする。ただし、期間満了の日

の３０日前までに、甲乙いずれから何ら意思表示がない場合は、更に１年間継続す

るものとし、その後についてもまた同様とする。 

（協議） 

第 10条 この協定書に定めのない事項及び疑義が生じた事項について、その都度甲

乙協議の上、決定するものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、この協定書を２通作成し、甲乙記名押印のうえ、各

自１通を保管する。 

 

  令和２年１２月２１日 

 

 

          甲 碧南市松本町２８番地 

 

            碧南市長 禰 冝 田 政 信 

 

 

         乙 名古屋市東区泉一丁目２０番１２号 MEDIAGE Aichi４階 

愛知県紙器段ボール箱工業組合 

 

理事長 加 藤 直 樹 

 

 

 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

（情報の更新

等） 
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176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(追加) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第１号（第３条関係） 

 

  年  月  日 

愛知県紙器段ボール箱工業組合 御中 

 

碧南市長 

 

救 援 物 資 供 給 要 請 書 

  

災害時における段ボール製品等の供給に関する協定書第３条の規定に基づ

き、次のとおり協力を要請します。 

物資の種類 数 量 搬送日時 搬送場所 備  考 

     

     

     

     

     

     

     
 

                  （碧南市連絡担当者） 

所  属  

職名・氏名  

電話番号  

 

 

 

 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

（情報の更新

等） 
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177 

 

(追加) 

 

様式第２号（第４条関係） 

  年  月  日 

 

碧南市長  

 

                   愛知県紙器段ボール箱工業組合 

 

救 援 物 資 供 給 完 了 報 告 書 

  

災害時における段ボール製品等の供給に関する協定書第４条の規定に基づ

き、次のとおり供給したことを報告します。 

物資の種類 数 量 搬送日時 搬送場所 備  考 

     

     

     

     

     

     

     
 
 

                  （愛知県紙器段ボール箱工業組合連絡担当者） 

所  属  

職名・氏名  

電話番号  

 

 

 

 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

（情報の更新

等） 
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178 資料１３ 様式等 資料１３ 様式等  

180 

 

資料１３－３ 罹災証明書 

（様式３） 

罹災証明第  － 号 

 

罹 災 証 明 書 

 

１ 罹 災 者  住所 碧南市   町   丁目  番地                  

氏名                                   

 

２  罹 災 理 由   □ 台 風 (   号 )  □ 集 中 豪 雨  □ 地 震  □ そ の 他

(             ) 

 

３ 罹災年月日      年  月  日   時頃 

 

４ 罹災場所  碧南市   町   丁目  番地                      

 

５ 罹災状況  □全壊 □大規模半壊 □半壊 □床上浸水 □床下浸水 □一部破損 

                                          

       （工作物被害）                             

                                          

 

上記のとおり、罹災したことを証明します。 

 

  年  月  日 

 

碧南市長             印 

 

資料１３－３ 罹災証明書 

(様式３) 
          （整理番号） 
        

罹 災 証 明 書 

             

世帯主住所   

世帯主氏名   
             

罹災原因    年   月   日の            による 

             

被災住家※の 

所在地 
  

住家※の被害の 

程度 

 

□全壊 □大規模半壊 □中規模半壊 □半壊 □準半壊 □準半壊に至ら

ない 

                                     （一部損壊） 

浸水区分 □床上浸水 □床下浸水 

※住家とは、現実に居住（世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。）のために使

用している建物のこと。（被災者生活再建支援金や災害救助法による住宅の応急修理等の対象

となる住家） 
             

 上記のとおり、相違ないことを証明します。 

 

 

      年  月  日 

 

                               碧南市長          

 
 
 
 
 
 

 

  

  
 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

（情報の更新

等） 
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186 資料１４ その他 資料１４ その他  

186 資料１４－１ 自主防災会の設立状況 （設立年月日順） 

名 称 設立年月日 対象行政区 

 (略)   

28 棚尾地区中自主防災会 平成12年 4月1日 源氏町、志貴町、汐田町（追加） 

29 棚尾地区南自主防災会 平成12年 4月1日 若宮町、弥生町、棚尾本町、志貴崎町 

（追加） 

資料１４－１ 自主防災会の設立状況 （設立年月日順） 

名 称 設立年月日 対象行政区 

 (略)   

28 棚尾地区中自主防災会 平成12年 4月1日 源氏町、汐田町、志貴町、志貴崎町 

29 棚尾地区南自主防災会 平成12年 4月1日 若宮町、弥生町、棚尾本町 

令和３年４月から志貴崎町は棚尾地区南自主防災会から棚尾地区中自主防災会に変更す

る。 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

（情報の更新

等） 

187 資料１４－２ 碧南市職員非常配備体制表（抜粋） 

 

第１次非常配備 準備体制 

この配備表に記載されている職員は、下記の状況が発生したときは情報に注意し、出動

できる態勢をとる。 

１ 次の注意報の一以上が碧南市を含む地域に発表されたとき。 

(1) 大雨注意報 (2)洪水注意報 (3)高潮注意報 (4)津波注意報 

２ １０分間雨量５mm 又は時間雨量１０mm 程度の強雨が降りはじめたとき。ただ

し、下水道班及び農水班は独自の判断で出動する。 

３ その他防災統轄監が必要と認めたとき。 
 

常 時 待 機 情報連絡活動 衣浦東部広域連合通信指令班 

状況に応じ出動 

(略) 

土木施設管理班 土木港湾課係長以上 

下水道班 下水道課（課長、主幹、都市下水係） 

消防班 碧南消防署長、副署長 

（※必要に応じ、碧南警察署へ依頼） 

資料１４－２ 碧南市職員非常配備体制表（抜粋） 

 

第１次非常配備 準備体制 

この配備表に記載されている職員は、下記の状況が発生したときは情報に注意し、出動

できる態勢をとる。ただし、下水道班及び農水班は独自の判断で出動する。 

１ 次の注意報の一以上が碧南市を含む地域に発表されたとき。 

(1) 大雨注意報 (2)洪水注意報 (3)高潮注意報 (4)津波注意報 

２ １０分間雨量５mm又は時間雨量１０mm程度の強雨が降りはじめたとき。 
３ 南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表されたとき。 
４ その他防災統轄監が必要と認めたとき。 
 

常 時 待 機 情報連絡活動 衣浦東部広域連合通信指令班 

状況に応じ出動 

(略) 

土木施設管理班 土木港湾課係長以上 

下水道班 下水道課（課長、都市下水係） 

消防班 碧南消防署長、副署長 

（※必要に応じ、碧南警察署へ依頼） 
 
 
 
 
 
 
 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

（情報の更新

等） 
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188 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１次非常配備 警戒体制 
（※必要に応じて災害対策本部設置） 

(略) 
３ 碧南市において「震度４」の地震が発生したとき。この場合は、各公共施設の責任

者は、本部から連絡がなくても、すみやかに出動して、施設点検をした後、本部班に
その状況を報告すること。 

４ その他市長が必要と認めたとき。 

 

本部長 副本部長 部（部長） 班（◎班長・○副班長） 係（係長・係員） 所掌業務 

市長 副市長 

（防災統轄

監） 

教育長 

(略) 

当該配備時に

おける部内の

所掌業務 

（第３次配備

表参照） 

総部務 

（総務部長） 

情報・調整班 

（◎秘書情報課長） 

広報班 

（◎経営企画課長） 

情報分析係 

（情報統計係長） 

広報係 

（広報戦略係長） 

(略) 

避難救護部 

（健康推進部長） 

避難所班 

（◎国保年金課長、○高齢

介護課長） 

第１医療班 

（◎健康課長） 

避難所係 

（医療係長）避難所34ケ

所（※必要に応じて開設。

開設員はP8、9のとおり） 

(略) 

給排水部 

（開発水道部長） 

水道班 

（◎水道課長） 

給水係 

（水道課員） 

下水道班 

（◎下水道課長、○下水道

課主幹） 

排水係 

（下水道課員） 

(略) 
 

第１次非常配備 警戒体制 
（※必要に応じて災害対策本部設置） 

(略) 

３ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表されたとき。 

４ 碧南市において「震度４」の地震が発生したとき。この場合は、各公共施設の責任
者は、本部から連絡がなくても、すみやかに出動して、施設点検をした後、本部班
にその状況を報告すること。 

５ その他市長が必要と認めたとき。 

本部長 副本部長 部（部長） 班（◎班長・○副班長） 係（係長・係員） 所掌業務 

市長 副市長 

（防災統轄

監） 

教育長 

(略) 

当該配備時に

おける部内の

所掌業務 

（第３次配備

表参照） 

総部務 

（総務部長） 

情報・調整班 

（◎秘書情報課長） 

広報班 

（◎経営企画課長） 

情報分析係 

（情報統計係長及び情報

統計担当係長） 

広報係 

（広報戦略係長） 

(略) 

避難救護部 

（健康推進部長） 

避難所班 

（◎国保年金課長、○高齢

介護課長） 

第１医療班 

（◎健康課長） 

避難所係 

（医療係長）避難所35ケ

所（※必要に応じて開

設。） 

(略) 

給排水部 

（開発水道部長） 

水道班 

（◎水道課長） 

給水係 

（水道課員） 

下水道班 

（◎下水道課長、） 

排水係 

（下水道課員） 

(略) 
 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

（情報の更新

等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

189 碧南市災害対策本部組織図（第２次非常配備） 

図中 

 

 

 

 

碧南市災害対策本部組織図（第２次非常配備） 

図中 

 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

（情報の更新

等） 

本部長 
（市長） 

副本部長 
（副市長（防災統

轄監）） 

給排水部 
（開発水道部長） 

 

水道班 
（水道課長） 

 

下水道班 
（下水道課長、下水道課主幹） 

 

本部長 
（市長） 

副本部長 
（副市長（防災統

轄監）） 

給排水部 
（開発水道部長） 

 

水道班 
（水道課長） 

 

下水道班 
（下水道課長） 
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190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２次非常配備 
（＝災害対策本部設置） 

(略) 
３ その他市長が必要と認めたとき。 

 

部 
◎部長 
○副部長 

班 
◎班長 
○副班長 

係（係長） 係員 所掌業務 
協力機関 
・団体 

本部 
◎副市長 
(防災統轄監) 
○市民協働 
部長（防災監） 

本部班 
◎防災課長 
 
 
 
 
 

本部係 
(防災計画係長） 

防災課員 当該配備時におけ
る各担当の所掌業
務 
(第３次配備表参
照) 

当該配備時に 
おける協力 
機関・団体 
(第３次配備 
表参照) 

総務部 
◎総務部長 

情報・調整班 
◎秘書情報課長 

情報分析係 
（情報統計係長） 
（秘書係長） 

（総務部）財政係長 
(市民協働部) 地域協働課１名 
（福祉こども部）保護係長 
（健康推進部）地域支援係１名（高） 
（経済環境部）環境保全係長 
（建設部）管理係長（都計） 
（給排水部）管理業務係長(下水) 
（教育部）庶務課１名 
（議会部）議事係長 
※各部から１名選出 

〃 〃 

(略) 〃 〃 

(略) 〃 〃 

調査支援部 
◎市民協働 
部長兼務 

(略) 〃 〃 

巡視・調査班 
◎税務課長 
○市民課長 
○商工課長 
○会計課長 
○監査事務局長 

巡視係・調査係 
(固定資産税係長) 
(管理係長) 

市民税係長、納税係長、 
戸籍係長、市民係長、住民記録係長、
商工観光係長、企業応援係長、 
企業誘致係長、会計係長、監査係長 〃 〃 

福祉援助部 
◎福祉 
こども部長 

福祉班 
◎福祉課長 

福祉係 
（社会福祉係長） 

(兼)保護係長、発達支援係長 
 〃 〃 

こども班 
◎こども課長 

こども係 
（幼保係長） 

育成支援係長(追加) 
〃 〃 

避難救護部 
◎健康推進 
部長 
 

避難所班 
◎国保年金課長 
○高齢介護課長 

避難所係 
(医療係長) 

国保係長、年金係長、高齢福祉係長、
介護保険係長、地域支援係長（高）、
避難所35ケ所（※必要に応じて開
設。開設員はP8、9のとおり） 

〃 〃 

第１医療班 
◎健康課長 

第１医療係 
（成人保健係長） 

庶務係長、母子保健係長、健康課員 
地域包括支援センター係長(高) 

〃 〃 
 

第２次非常配備 
（＝災害対策本部設置） 

(略) 
３ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表されたとき。 

４ その他市長が必要と認めたとき。 

部 
◎部長 
○副部長 

班 
◎班長 
○副班長 

係（係長） 係員 所掌業務 
協力機関 
・団体 

本部 
◎市長 
〇副市長 
(防災統轄監) 
〇教育長 
市民協働部長 
（防災監） 

本部班 
◎防災課長 
 
 

本部係 
(防災計画係長） 

防災課員 当該配備時におけ
る各担当の所掌業
務 
(第３次配備表参
照) 

当該配備時に 
おける協力 
機関・団体 
(第３次配備 
表参照) 

総務部 
◎総務部長 

情報・調整班 
◎秘書情報課長 

情報分析係 
（情報統計係長 
及び情報統 計 
担当係長） 
（秘書係長） 

（総務部）財政係長 
(市民協働部) 地域協働課１名 
（福祉こども部）保護係長 
（健康推進部）地域支援係１名（高） 
（経済環境部）環境保全係長 
（建設部）管理係長（建） 
（開発水道部）管理係長(水) 
（教育部）庶務課１名 
（議会事務局）議事係長 
※各部から１名選出 

〃 〃 

(略) 〃 〃 

(略) 〃 〃 

調査支援部 
◎市民協働 
部長兼務 

(略) 〃 〃 

巡視・調査班 
◎税務課長 
○市民課長 
○商工課長 
○会計課長 
○監査事務局長 

巡視係・調査係 
(固定資産税係長) 
(管理係長) 

市民税係長、納税係長、 
戸籍係長、市民係長、住民記録係長、
商工観光係長、企業応援係長、 
(削除)会計係長、監査係長 〃 〃 

福祉援助部 
◎福祉 
こども部長 

福祉班 
◎福祉課長 

福祉係 
（社会福祉係長） 

(兼)保護係長、発達支援係長 
 〃 〃 

こども班 
◎こども課長 

こども係 
（幼保係長） 

育成支援係長、指導保育士、指導主
事 〃 〃 

避難救護部 
◎健康推進 
部長 
 

避難所班 
◎国保年金課長 
○高齢介護課長 

避難所係 
(医療係長) 

国保係長、年金係長、高齢福祉係長
(高)、介護保険係長(高)、地域支援
係長(高)、避難所35ケ所（※必要
に応じて開設。） 

〃 〃 

第１医療班 
◎健康課長 

第１医療係 
（成人保健係長） 

庶務係長、母子保健係長、健康課員 
高齢介護課員２名 

〃 〃 
 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

 

（情報の更新

等） 
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191 医療部 
◎経営管理 
部長 

第２医療班 
 

第２医療係 
 

 

〃 〃 

経済環境部 
◎経済環境部長 

農水班 
◎農業水産課長 

農業施設係 
(土地改良係長) 
 

農業水産課員 当該配備時におけ
る各担当の所掌業
務（第３次配備表
参照） 

当該配備時に 
おける協力 
機関・団体 
(第３次配備 
表参照) 

環境班 
◎環境課長 
 

環境係 
(ごみ減量係長) 

(兼)環境保全係長 
 〃 〃 

住宅土木部 
◎建設部長 

住宅建築班 
◎建築課長 
 
 

住宅係 
(管理係長) 
 

管理係員 
 〃 〃 

建築施設係 
(建築行政係長） 
 

建築行政係員、 
(兼)設備係長、(兼)設備係員 
 

〃 〃 

土木施設管理班 
◎土木港湾課長 
○都市計画課長 
○都市整備課長 
 

土木施設係 
(道路係長) 

管理係長（土・(兼)都計・都整）、 
区画整理係長、道路係員、港湾河川
係員、計画推進係員、公園緑地係員、
区画整理係員 〃 〃 

港湾河川係 
(港湾河川係長） 

都市整備係 
(公園緑地係長） 

給排水部 
◎開発水道部長 

水道班 
◎水道課長 

給水係 
(工務係長） 

管理係長(水)、給水業務係長、 
工務係員、配水管理事務所員 〃 〃 

下水道班 
◎下水道課長 
○下水道課主幹 

排水係 
(都市下水係長） 

管理業務係長、都市下水係員、 
公共下水係員、 
設備係長(建)、設備係員 

〃 〃 
公共下水道係 
(公共下水係長） 

(略) 

(略) 

医療部 
◎経営管理 
部長 

第２医療班 
 

第２医療係 
 

 
当該配備時におけ
る各担当の所掌業
務（第３次配備表
参照） 

当該配備時に 
おける協力 
機関・団体 
(第３次配備 
表参照) 

経済環境部 
◎経済環境部長 

農水班 
◎農業水産課長 

農業施設係 
(土地改良係長) 
 

農業水産課員 

〃 〃 

環境班 
◎環境課長 
 

環境係 
(ごみ減量係長) 

(兼)環境保全係長 
 〃 〃 

住宅土木部 
◎建設部長 

住宅建築班 
◎建築課長 
 
 

住宅係 
((兼）管理係長) 
 

管理係員 
 〃 〃 

建築施設係 
(建築行政係長） 
 

建築行政係員、建築営繕係長、建築
営繕係員 
 

〃 〃 

土木施設管理班 
◎土木港湾課長 
○都市計画課長 
○都市整備課長 
 

土木施設係 
(道路係長) 

管理係長（土・都計・都整）、道路
係員、港湾河川係員、計画推進係員、 
都市整備係員 〃 〃 

港湾河川係 
(港湾河川係長） 

都市整備係 
(都市整備係長） 

 
  

給排水部 
◎開発水道部長 

水道班 
◎水道課長 

給水係 
(工務係長） 

(兼)管理係長(水)、給水業務係長、
工務係員、配水管理事務所員 〃 〃 

下水道班 
◎下水道課長 
 

排水係 
(都市下水係長） 

都市下水係員、公共下水係員、 
(兼)建築営繕係長(建)、(兼)建築営
繕係員’(建） 

〃 〃 
社会教育施設係 
(生涯学習係長) 

(略) 

(略) 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

（情報の更新

等） 

 

192 

 

 

 

 

碧南市災害対策本部組織図（第３次非常配備） 

 図中 

 

 

 

碧南市災害対策本部組織図（第３次非常配備） 

図中 

 

 

 

 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

（情報の更新

等） 

給排水部 
（開発水道部長） 

下水道班 
（下水道課長、下水道課主幹） 

給排水部 
（開発水道部長） 

下水道班 
（下水道課長） 

市民病院の非常配備体制による 
市民病院の非常配備体制による 
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192  

 

 

 

 

  

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

（情報の更新

等） 

193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３次非常配備 

（＝災害対策本部設置） 

→全職員招集 
１ 県下の全域又は市内に大規模な災害が発生し、又は発生する恐れのあるとき。 
２ 碧南市に「震度６弱」以上の地震が発生したとき。 
 

部 
◎部長 
○副部長 

班 
◎班長 
○副班長 

係（係長） 係 員 所掌業務 
協力機関 
・団体 

本部 
◎副市長 
(防災統轄監) 
○市民協働部長 
(防災監) 

(略) 
 

総務部 
◎総務部長 

情報・調整班 
◎秘書情報課長 

情報分析係 
(情報統計係長) 

情報統計係員 
秘書係員 
(総務部) 
行政係長 
(市民協働部) 
地域協働課１名 
(福祉こども部) 
保護係長 
(健康推進部） 
地域支援係１名(高) 
(経済環境部) 
環境保全係長 
(建設部) 
管理係長(都) 
(開発水道部) 
管理業務係長 
(下水) 
(教育部) 
庶務課１名 
(議会事務局) 
議事係長 

(略) 

第３次非常配備 

（＝災害対策本部設置） 

→全職員招集 
１ 県下の全域又は市内に大規模な災害が発生し、又は発生する恐れのあるとき。 
２ 碧南市に「震度６弱」以上の地震が発生したとき。 
 

部 
◎部長 
○副部長 

班 
◎班長 
○副班長 

係（係長） 係 員 所掌業務 
協力機関 
・団体 

本部 
◎市長 
〇副市長 
(防災統轄監) 
〇教育長 
市民協働部長 
(防災監) 

(略) 
 

総務部 
◎総務部長 

情報・調整班 
◎秘書情報課長 

情報分析係 
(情報統計係長 
及び情報統 計 
担当係長) 
(秘書係長) 

情報統計係員 
秘書係員 
(総務部) 
行政係長 
(市民協働部) 
地域協働課１名 
(福祉こども部) 
保護係長 
(健康推進部） 
地域支援係１名(高) 
(経済環境部) 
環境保全係長 
(建設部) 
管理係長(建) 
(開発水道部) 
管理係長(水) 
(教育部) 
庶務課１名 
(議会事務局) 
議事係長 
※各部から 

(略) 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

 

 

 

（情報の更新

等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給食教育部 
（教育部長） 

社会教育班 
（生涯学習課長） 
 

社会教育係 
（生涯学習課員等） 

給食教育部 
（教育部長） 

社会教育班 
（生涯学習課長） 
 

社会教育施設係 
（生涯学習課員など） 
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193 

 

194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各部から 
１名選出 

(略) 

(略) 

調査支援部 
◎市民協働 
部長兼務 

(略)  
 
 

巡視・調査班 
◎税務課長 

 

巡視係・調査係 
(固定資産税 
係長) 
(管理係長) 

税務課員 
 

1 市内巡視 
2 家屋の被害調査 
3 罹災者の調査 
4 罹災台帳の作成 
5 罹災証明書の発行 

 

市民班 
◎市民課長 
○監査事務局長 
○会計課長（兼） 

市民係 
(市民係長） 
（監査係長） 
 

市民課員 
監査事務局員 
会計課員（兼） 
 

(略)  

福祉援助部 
◎福祉こども 
部長 

(略) 

避難救護部 
◎健康推進 
部長 

(略) 

要配慮者支援班 
◎高齢介護課長 
 

(略)  
自主防災会 
民生委員 

(略) 

(略) 

住宅土木部 
◎建設部長 
 

住宅建築班 
◎建築課長 

 

住宅係 
(管理係長) 

 
(略) (略) 

(略) (略) 

1 公共施設の保全及び応急復旧 
2 応急建設資材の調達 
3 電気施設の保全 
4 臨時電話の架設 
5 被災建築物の応急危険度判定活動の実施 
(追加) 

土木施設管理班 
◎土木港湾課長 
○都市計画課長 
○都市整備課長 
 
（３係合同で対
応） 

(略) 

土木課員 
都市計画課員 
都市整備課員 
 

 

(略) 

(略) (略) 

都市整備係 
(公園緑地係長） (略) 

給排水部 (略) 

１名選出 

(略) 

(略)  

調査支援部 
◎市民協働 
部長兼務 

(略)  
 
 

巡視・調査班 
◎税務課長 

 

巡視係・調査係 
(固定資産税 
係長) 

(管理係長) 

税務課員 
 

1 市内巡視、被害状況の把握 
2 家屋の被害認定調査 
3 罹災台帳の作成 
4 罹災証明書の発行 

 

市民班 
◎市民課長 
○監査事務局長 
○（兼）会計課長 

市民係 
(市民係長） 
（監査係長） 

 

市民課員 
監査事務局員 
（兼）会計課員 

 
(略) 

福祉援助部 
◎福祉こども 
部長 

(略) 

避難救護部 
◎健康推進 
部長 

(略) 

要配慮者支援班 
◎高齢介護課長 
 

(略)  
自主防災会 
民生委員児童委員 

(略) 

(略) 

住宅土木部 
◎建設部長 
 

住宅建築班 
◎建築課長 

 

住宅係 
((兼）管理係長) 

 
(略) (略) 

(略) (略) 

1 公共施設の保全及び応急復旧 
2 応急建設資材の調達 
3 電気施設の保全  
4 臨時電話の架設 
5 被災建築物の応急危険度判定活動の実施 
6 被災宅地危険度判定活動の実施 
7 被災住宅の応急修理の実施（災害救助法第４条 
第６号） 

土木施設管理班 
◎土木港湾課長 
○都市計画課長 
○都市整備課長 
 
（３係合同で対
応） 

(略) 

土木港湾課員 
都市計画課員 

 
(略) 

(略) (略) 

都市整備係 
(都市整備係長） (略) 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

 

（情報の更新

等） 
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195 

 

◎開発水道 
部長 

下水道班 
◎下水道課長 
○下水道課主幹 

(略) 

(略) 
 

給排水部 
◎開発水道 
部長 

(略) 

下水道班 
◎下水道課長 
 

(略) 

(略) 
 

２.碧南市各部

局における活

動の反映等 

（情報の更新

等） 

 

 


